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諸
行
路
巷
街
、
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
、
去
避
来
。

冗
し
て
い
る
。

仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
は
、
唐
開
元
七
年
（
七

一
九）

唐
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び
開
元
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十
五
年
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三
七
）
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の
儀
制
令
の
、
次
の
よ
う
な
条
文
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復

唐
儀
制
令
行
路
条
の
「
去
避
来
」
に
つ
い
て

佐

立

（
二
六
二
）
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街
」
を
日
本
令
で
は
「
巷
術
」
に
変
え
た
こ
と
に
な
る
。

す
べ
て
、
行
路
・
巷
街
に
て
は
、
賤
し
き
ひ
と
は
貴
き
ひ
と
を
避
け
、
わ
か
き
ひ
と
は
老
い
た
る
ひ
と
を
避
け
、
軽
き
を
は
こ
ぶ

ひ
と
は
重
き
を
は
こ
ぶ
ひ
と
を
避
け
、
去
る
ひ
と
は
来
る
ひ
と
を
避
く
。

「
行
路
巷
街
」
の
「
行
路
」
は
、
道
路
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
巷
街
」
に
対
し
て
、
城
市
や
郷
村
を
結
ぶ
道
路
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
。
「
巷
街
」
の
「
街
」
は
、
城
市
内
を
区
画
す
る
直
線
道
路
を
指
す
。
『
説
文
解
字
』
に
「
街
は
四
通
の
道
な
り
。
」
と
あ
る
。
「
四

通
の
道
」
と
は
十
字
路
の
こ
と
で
あ
る
。
「
巷
街
」
の
「
巷
」
は
、
「
街
」
で
囲
ま
れ
た
区
域
で
あ
る
「
坊
」
を
通
り
抜
け
る
道
、
及
び
郷

村
内
の
道
を
指
す
。
『
説
文
解
字
』
に
「
巷
は
里
中
の
道
な
り
。
」
と
あ
る
。
「
巷
街
」
の
語
は
、
暦
雑
律
、
侵
巷
街
肝
阻
条
に
「
巷
街
・

肝
阻
を
侵
す
者
は
杖
七
十
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
律
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

国
史
大
系
本
『
令
義
解
」
及
び
国
史
大
系
本
『
令
集
解
』
に
見
ら
れ
る
、
日
本
養
老
儀
制
令
の
行
路
条
の
条
文
で
は
、
復
元
さ
れ
た
暦

開
元
令
の
「
巷
街
」
に
対
応
す
る
箇
所
が
「
巷
術
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
巷
術
」
に
つ
い
て
『
令
義
解
』
は
、
「
里
中
の
小
道
な
り
。
」
と

説
明
し
て
い
る
。
『
説
文
解
字
』
に
は
、
「
巷
は
里
中
の
道
な
り
。
」
「
里
は
尻
（
居
）
な
り
。
」
「
術
は
邑
中
の
道
な
り
。
」
「
邑
は
国
な
り
。
」

と
あ
る
か
ら
、
『
説
文
解
字
』
に
拠
れ
ば
、
「
巷
」
は
集
落
内
の
道
で
あ
り
、
「
術
」
は
城
市
内
の
道
で
あ
る
。
国
史
大
系
本
『
令
集
解
』

儀
制
令
、
行
路
条
所
引
「
古
記
」
に
、
「
巷
術
と
は
謂
う
こ
こ
ろ
は
里
内
の
小
道
是
れ
な
り
。
」
と
あ
る
か
ら
、
大
宝
令
の
儀
制
令
で
既
に

「
巷
術
」
と
立
文
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
日
本
令
の
条
文
を
伝
え
る
史
料
に
文
字
の
誤
り
が
な
く
、
唐
開
元
令
の
復
元
も
間

違
っ
て
お
ら
ず
、
日
本
令
の
藍
本
で
あ
る
唐
永
徽
令
の
文
言
も
開
元
令
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
本
令
の
立
法
者
が
唐
令
の
「
巷

お
そ
ら
く
は
、
大
宝
・
養
老
令
編
纂
当
時
に
は
、
京
及
び
大
宰
府
を
除
き
、
「
街
」
で
区
画
さ
れ
た
都
市
が
日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
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法
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の
類
な
り
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
二
六

0
)

（
前
川
佳
代
「
古
代
地
方
都
市
の
”
か

た
の
で
、
日
本
令
の
立
法
者
は
「
街
」
字
を
「
術
」
字
に
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
結
果
を
見
る
限
り
、

方
格
地
割
を
持
つ
地
方
都
市
が
出
現
す
る
の
は
、
大
宰
府
を
除
け
ば
、
八
世
紀
半
ば
以
降
で
あ
る

た
ち
II

」
（
舘
野
和
己
編
『
古
代
都
城
の
か
た
ち
』
所
収
、
同
成
社
、
二

0
0
九
年
）
七
十
八
頁
か
ら
八
十
九
頁
）
。
た
だ
し
、
『
明
文
抄
』

地
儀
部
に
「
凡
そ
巷
街
・
肝
阻
を
侵
す
者
は
杖
六
十
。」

と
あ
り

（
『
続
群
書
類
従
』
巻
八
八
六
）
、
こ
の
文
は
養
老
律
の
雑
律
の
逸
文
で

あ
る
か
ら
（
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
（
三
）
』
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
年
。
七
四
二
頁
か
ら
三
頁
）

、
『
明
文
抄
」
の
字
句
に

誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
『
養
老
律
』
で
は
「
巷
術
」
で
は
な
く
「
巷
街
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
遠
藤
光
正
『
類
書
の

伝
来
と
明
文
抄
の
研
究
』
（
あ
さ
ま
書
房
、
昭
和
五
十
九
年
。
二
三

0
頁）

に
拠
れ
ば
、

『続
群
書
類
従
』
所
収
の
活
字
本
『
明
文
抄
』
の

原
本
、
及
び
『
明
文
抄
』

の
古
紗
本
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
伏
見
宮
家
本
で
も
「
巷
街
」
に
な
っ
て
い
る
。

養
老
儀
制
令
の
行
路
条
で
は
、
「
行
路
巷
術
」
の
句
の
後
に
、
唐
開
元
令
と
同
じ
く
「
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
」
の
文
言
が
続
い

て
い
る
。
『
令
義
解
』
は
「
賤
避
貴
」
に
つ
い
て
、
「
た
と
え
ば
両
人
、
せ
ま
き
み
ち
に
て
相
い
遇
い
、
必
ず
応
に
単
行
す
べ
き
と
き
は
、

初
位
は
八
位
を
避
け
、
八
位
は
七
位
を
避
く
る
の
類
な
り
。」

と
説
明
し
て
い
る
。
『
令
集
解
』
所
引
「
古
記
」
は
、
大
宝
儀
制
令
行
路
条

の
「
賤
避
貴
」
に
つ
い
て
、
「
た
と
え
ば
、
位
を
同
じ
く
す
る
者
は
、
諸
臣
は
諸
王
を
避
く
。
白
丁
は
官
人
を
避
け
、
賤
は
良
を
避
く
る

養
老
令
の
「
賤
避
貴
」
「
少
避
老
」
「
軽
避
重
」
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
『
令
義
解
』
は
「
た
と
い
老
い
た
る
ひ
と
軽
く
、
而
し
て

わ
か
き
ひ
と
重
き
と
き
も
、
猶
お
亦
た
須
か
ら
く
老
い
た
る
ひ
と
を
避
く
ぺ
し
。
此
れ
同
傍
の
人
に
拠
る
。
も
し
貴
賤
有
ら
ば
、
老
少
軽

重
を
問
わ
ず
、
た
だ
「
賤
は
貴
を
避
く
」
の
文
に
依
る
の
み
な
り
。
」
と
説
明
し
、
『
令
集
解
』
所
引
「
令
釈
」
は
「
此
の
条
の
相
い
避
く

る
は
、
文
の
次
第
に
依
る
の
み
。
た
と
え
ば
、
老
い
た
る
者
は
、
重
し
と
雖
も
有
位
の
人
を
避
け
、
わ
か
き
者
は
、
重
し
と
雖
も
年
老
の

ゆ

く

人

来

る

人



れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
後
世
の
記
事
で
あ
る
が
、
南
宋
の
愈
文
豹
の

録
外
集
』
は
、
四
庫
全
書
本
を
見
た
。
淳
祐
十
年
(
―
二
五
0
)
の
自
序
が
あ
る
。

（二
五九）

人
を
避
く
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
宝
令
の
「
賤
避
貴
」
「
少
避
老
」
の
二
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
『
令
集
解
』
所
引
「
古
記
」

は
「
賤
老
は
貴
少
を
避
く
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
軽
重
の
基
準
よ
り
も
老
少
の
基
準
を
優
先
し
、
老
少
の
基
準
よ
り
も
貴
賤
の
基

準
を
優
先
し
て
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
れ
ら
の
注
釈
は
説
く
の
で
あ
る
（
日
本
思
想
大
系
3

『
律
令
』
岩
波
書
店
、

日
本
令
の
「
賤
避
貴
」
「
少
避
老
」
「
軽
避
重
」
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
上
記
の
注
釈
が
、
唐
令
の
立
法
趣
旨
を
根
拠
と
し
て
書
か

『
吹
剣
録
外
集
』
に
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
吹
剣

嘉
定
八
年
乙
亥
(
―
ニ

―
五
）
、
後
に
宗
正
少
卿
に
任
じ
ら
れ
た
章
良
肱
が
、
両
浙
路
転
運
判
官
に
在
職
の
ま
ま
で
、
京
手
を
兼
任
し

ま
し
た
。
あ
る
士
人
（
経
書
を
勉
強
し
て
科
挙
の
受
験
に
備
え
て
い
る
人
）
が
、
行
商
人
（
原
文
。
販
夫
）
に
上
着
の
す
そ

背
裾
）
を
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
破
ら
れ
た
、
と
訴
え
ま
し
た
。
章
公
は
士
人
に
「
あ
な
た
は
身
軽
な
の
に
、
ど
う
し
て
重
い
荷
物
を
運
ん
で

い
る
人
を
避
け
な
か
っ
た
の
で
す
か
。」

と
言
っ
て
、
行
商
人
に
命
じ
て
士
人
に
対
し
て
拝
礼
さ
せ
る
だ
け
で
済
ま
せ
ま
し
た
。
す
る

と
士
人
が
言
い
ま
し
た
。
「
賤
は
貴
を
避
け
る
べ
き
で
す
。
ど
う
し
て
も
上
着
を
弁
償
し
て
ほ
し
い
で
す
。
」
章
公
が
「
上
着
の
値
段
は

何
銭
で
す
か
。
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
士
人
は
「
新
品
の
値
段
は
十
貰
で
す
。
」
と
答
え
ま
し
た
。
章
公
が
言
い
ま
し
た
。
「
私
が
あ
な
た

に
十
貫
を
弁
償
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
彼
に
八
拝
を
返
し
て
下
さ
い
。
」
士
人
は
言
葉
に
詰
ま
っ
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。

【
和
訳
】

八
七
年
。
六
三
二
頁
）
。
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卿
に
任
じ
ら
れ
た

人
、
淳
熙
十
一
年

（一

ー
八
四
）
の
進
士
で
あ
る

嘉
定
乙
亥
、
章
宗
卿
良
肱
、
浙
漕
を
以
て
京
手
を
摂
す
。
士
人
有
り
、
販
夫
の
た
め
に
背
裾
を
摘
破
せ
ら
る
。
公
日
わ
く
、
軽
き
も

の
、
な
ん
ぞ
重
き
も
の
を
避
け
ざ
る
、
と
。
販
夫
を
し
て
之
れ
を
拝
せ
し
む
。
士
人
日
わ
く
、
賤
し
き
も
の
は
ま
さ
に
貴
き
も
の
を
避

く
べ
し
。
必
ず
背
を
償
わ
し
め
ん
と
欲
す
、
と
。
公
日
わ
く
、
背
の
直
は
幾
銭
な
る
か
、
と
。
曰
わ
く
、
元
製
は
十
千
な
り
、
と
。
公

日
わ
く
、
我
れ
、
汝
に
十
千
を
償
わ
ん
。
汝
、
他
に
八
拝
を
還
せ
、
と
。
士
人
、
語
、
塞
が
り
て
去
る
。

「
嘉
定
乙
亥
、
章
宗
卿
良
肱
、
浙
漕
を
以
て
京
手
を
摂
す
。
」
と
あ
る
が
、
「
章
宗
卿
良
肱
」
の
「
宗
卿
」
は
、
宗
正
寺
（
皇
族
の
属
籍

を
作
成
す
る
官
庁
）

（
『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
五
十
、
秩
官
、
両
浙
転
運
）
。
「
浙
漕
を
以
て
京
手
を
摂
す
」
の
「
浙
漕
」
は
両
浙
路
転
運
判
官

も
し
く
は
転
運
副
使
の
こ
と
で
あ
り
、
「
京
手
」
は
知
臨
安
府
の
こ
と
で
あ
る
。
『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
四
十
八
、
秩
官
、
古
今
郡
守
表
及
び

同
書
巻
五
十
、
秩
官
、
両
浙
転
運
に
拠
れ
ば
、
章
良
肱
は
、
嘉
定
八
年
に
両
浙
路
転
運
判
官
に
任
じ
ら
れ
、
嘉
定
十
年

（
ニ
―
．

七
）
ニ

月
八
日
に
知
臨
安
府
を
兼
任
し
、
同
年
三
月
に
転
運
副
使
に
昇
任
し
、
四
月
二
十
二
日
に
知
臨
安
府
の
兼
任
を
免
じ
ら
れ
た
。

ゆ

く

人

来

る

人

【
訓
読
】

【
原
文
】

五

（二
五
八
）

嘉
定
乙
亥
、
章
宗
卿
良
肱
、
以
浙
漕
摂
京
手
。
有
士
人
、
為
販
夫
摘
破
背
裾
。
公
日
、
軽
盆
避
重
。
令
販
夫
拝
之
。
士
人
日
、
賤
合

避
貴
。
必
欲
償
背
。
公
日
、
背
直
幾
銭
。
日
、
元
製
十
千
。
公
日
、
我
償
汝
十
千
。
汝
還
他
八
拝
。
士
人
、
語
塞
而
去
。

の
次
官
で
あ
る
宗
正
少
卿
の
こ
と
で
あ
る
。
章
良
肱
は
、
字
は
翼
之
、
虞
州
麗
水
県
（
現
在
の
浙
江
省
麗
水
県
）

の

（
『
南
宋
館
閣
続
録
』
巻
八
、
官
聯
、
秘
書
郎
）
。
嘉
定
十
一
年

（ニ

―
―
八
）
に
宗
正
少



が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（二
五
七
）

『
吹
剣
録
外
集
』
に
は
、
「
嘉
定
乙
亥
」
即
ち
嘉
定
八
年

(
―
ニ
―
五
）
に
章
良
肱
が
知
臨
安
府
を
兼
任
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
四
十
八
に
拠
れ
ば
、
知
臨
安
府
は
、
嘉
定
五
年
八
月
か
ら
八
年
十
月
ま
で
は
趙
時
侃
が
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
嘉
定
八

年
十
月
か
ら
十
年
二
月
八
日
ま
で
は
王
梢
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
。『
咸
淳
臨
安
志
』

に
任
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
嘉
定
十
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
の
二
箇
月
半
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
士
人
が
「
賤
は
貴

を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。」

と
訴
え
た
時
点
も
、
そ
の
二
箇
月
半
の
間
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

章
良
肱
と
士
人
と
の
間
で
、
「
軽
き
も
の
、
な
ん
ぞ
重
き
も
の
を
避
け
ざ
る
。
」
「
賤
し
き
も
の
は
、
ま
さ
に
貴
き
も
の
を
避
く
べ
し
。
」

と
い
う
遣
り
取
り
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
嘉
定
十
年
当
時
、
唐
開
元
儀
制
令
行
路
条
と
同
じ
文
言
を
持
つ
法
律
が
存
在
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
嘉
定
十
年
当
時
は
、
慶
元
四
年

(
-
.JL
八）

に
頒
行
さ
れ
た
『
塵
元
勅
令
格
式
』
が
現
行
法
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、

『
座
元
令
』

の
記
載
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
章
良
肱
が
知
臨
安
府

の
「
儀
制
令
」
の
中
に
、
唐
開
元
二
十
五
年
令
の
儀
制
令
行
路
条
か
ら
歴
代
の
儀
制
令
を
通
じ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
条
文

章
良
肱
が
「
身
軽
な
士
人
が
、
ど
う
し
て
重
い
荷
物
を
運
ぶ
行
商
人
を
避
け
な
か
っ
た
の
か
。
」
と
言
っ

て
、
士
人
の
上
着
の
裾
を

破
っ
た
行
商
人
に
士
人
へ
拝
礼
さ
せ
る
処
分
だ
け
で
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
士
人
が
「
賤
は
貴
を
避
け
る
べ
き
で
す
。」

と

言
っ

て
、
ど
う
し
て
も
行
商
人
に
上
着
代
を
弁
償
さ
せ
て
ほ
し
い
と
要
求
し
た
こ
と
か
ら
、
「
軽
避
重
」
の
規
定
よ
り
も
「
賤
避
貴
」
の

規
定
を
優
先
し
て
従
う
べ
き
で
あ
る
、
と
士
人
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
章
良
肱
も
、
士
人
の
論
理
を
否
定
し
て
は
い
な
い
か

ら
、
士
人
と
認
識
を
同
じ
く
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
は
、
慶
元
令
の
立
法
趣
旨
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
慶
元
令
の

立
法
趣
旨
は
、
唐
令
の
立
法
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
章
良
肱
は
、
行
商
人
と
士
人
と
が
道
で
す
れ
違
う
と
き
は
、
行
商
人
が
「
賤
」
で
あ
り
、
士
人
が
「
貴
」
で
あ
る
、
と
い
う
士

関
法
第
六
二
巻

一
号

六



儀
制
令
の
木
牌

七

（二
五
六
）

人
の
主
張
は
認
め
な
か
っ
た
。
も
し
認
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
行
商
人
に
弁
償
を
命
じ
て
ほ
し
い
と
い
う
士
人
の
要
求
も
認
め
た
は
ず
で
あ

る
し
、
行
商
人
へ
拝
礼
を
返
す
よ
う
士
人
に
言
い
は
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
朱
窯
の
女
婿
で
あ
る
黄
餘
は
、
「
章
翼
之
運
使
を
祭
る

文
」
（
四
庫
全
書
本
『
勉
斎
集
』
巻
三
十
九
所
収
）

の
中
で
、
章
良
肱
を
「
潔
廉
忠
信
に
し
て
世
務
に
通
じ
た
る
者
」
と
称
え
て
い
る
。

士
人
の
訴
え
に
対
し
て
、
「
賤
避
貴
」
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
「
軽
避
重
」
の
規
定
を
適
用
し
て
、
士
人
が
一
方
的
に
悪
い
と
判
断
し
な
が

ら
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
一
張
羅
か
も
し
れ
な
い
上
着
を
破
ら
れ
た
と
い
う
事
情
に
配
慮
し
た
、
章
良
肱
の
裁
彦
は
、
い
か
に
も
「
潔
廉

忠
信
に
し
て
世
務
に
通
じ
た
る
者
」
の
裁
き
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
開
開
元
儀
制
令
行
路
条
で
は
、
「
賤
避
貴
」
「
少
避
老
」
「
軽
避
重
」
の
文
言
に
続
い
て
、
条
文
の
最
後
に
「
去
避
来
」
と
い
う

文
言
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
去
る
ひ
と
は
来
る
ひ
と
を
避
く
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
城
市
か
ら
離
れ
る
方
向
に
行
く

人
は
、
城
市
に
近
づ
く
方
向
に
行
く
人
に
道
を
譲
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
門
や
建
物
か
ら
出
よ
う
と
す
る
人
は
、

入
ろ
う
と
す
る
人
の
た
め
に
脇
へ
よ
け
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
池
田
温
「
唐
令
」
（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史
』
所
収
、
東

京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
四
年
。

ニ
ニ
四
頁
）
は
、
「
去
避
来
」
の
「
来
」
を
「
こ
れ
か
ら
用
務
の
あ
る
者
」
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の

理
解
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
理
解
の
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
養
老
儀
制
令
行
路
条
で
は
、
「
賤
避
貴
」

「
少
避
老
」
「
軽
避
重
」
の
文
言
は
あ
る
が
、
「
去
避
来
」
の
文
言
は
な
い
。
大
宝
儀
制
令
行
路
条
に
つ
い
て
は
、
「
去
避
来
」
の
文
言
の

存
否
は
不
明
で
あ
る

（池
田
温
親
集
代
表

『唐
令
拾
遺
補
』
東
京
大
学
出
版
会
、

ゆ

く

人

来

る

人

一
九
九
七
年
。

―
二
三

0
頁
）。

「
去
避
来
」
の
意
味
を
調
ぺ
る
前
に
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
文
言
を
刻
ん
だ
木
牌
が
、
五
代
後
唐
の
時
、
及
び



宋
初
に
、
中
国
全
土
の
交
通
の
要
所
に
立
て
ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
十
九
、
帝
王
部
、
国
ハ
教
化

に
、
後
唐
の
明
宗
が
長
興
二
年

（九
三
一
）
八
月
壬
申
に
下
し
た
、
次
の
よ
う
な
勅
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
冊
府
元
亀
』
は
宋
本
の
影
印

本
を
見
た
。

私
は
聞
い
て
い
ま
す
。
教
化
は
礼
譲
か
ら
は
じ
ま
る
、
と
。
規
範
を
設
け
た
い
な
ら
、
旧
法
に
沿
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
思
う

に
、
唐
朝
復
典
の
始
ま
り
を
迎
え
て
、
人
民
は
よ
う
や
く
平
安
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
次
は
人
民
に
人
と
し
て
の
正
し
い
在
り

方
を
理
解
さ
せ
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
少
し
ず
つ
導
く
こ
と
が
効
果
的
で
す
。
儀
制
令
に
は
、
「
道
路
街
巷
で
は
、
賤
は
貴

を
避
け
、
少
は
長
を
避
け
、
軽
は
重
を
避
け
、
去
は
来
を
避
け
る
。」

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
四
件
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
以

前
は
、
道
路
ご
と
に
木
牌
を
立
て
て
、
こ
の
四
件
の
規
定
の
文
言
を
刻
ん
で
、
道
行
く
人
が
皆
、
こ
れ
を
見
聞
き
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
三
京
（
東
京
河
南
府
、
西
京
京
兆
府
、
北
京
太
原
府
）
と
諸
道
の
州
・
府
と
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
命
じ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
が
遍
く
管
内
の
県
・
鎮
に
通
達
を
下
し
て
、
旧
例
に
従
っ
て
、
道
路
に
木
牌
を
よ
く
見
え
る
よ
う
に
設
置
し
て
、
儀
制
令
の

四
件
の
規
定
の
文
言
を
彫
刻
さ
せ
、
さ
ら
に
、
人
通
り
が
多
い

に
明
示
さ
せ
て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
管
内
の
各
県
の
関
係
官
司
に
委
ね
て
、
念
入
り
に
巡
察
さ
せ
て
下
さ
い
。
こ
れ
だ
け
し
て
も
な
お

儀
制
令
の
四
件
の
規
定
に
違
反
す
る
者
が
い
れ
ば
、
違
勅
の
罪
を
科
し
て
下
さ
い
。
望
み
ま
す
の
は
、
方
法
は
簡
単
で
、
教
化
は
広
大

で
あ
る
こ
と
で
す
。
礼
の
教
え
が
実
行
さ
れ
は
じ
め
る
か
ら
に
は
、
人
々
の
礼
儀
作
法
が
真
心
の
こ
も

っ
た
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。

皆
が
秩
序
に
順
い
、
ま
す
ま
す
世
の
中
が
平
和
に
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

【
和
訳
】

関
法
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巻
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原
文
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要
会
）
坊
門
及
び
諸
橋
の
柱
に
牌
文
を
刻
ん
で
、
道
行
く
人
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九

長
典
二
年
八
月
壬
申
勅
。
朕
聞
、
教
化
之
本
、
礼
譲
為
先
。
欲
設
規
程
、
在
循
典
故
。
蓋
以
中
典
之
始
、
兆
庶
初
安
。
将
使
知
方
、

所
宜
（
明
本
『
冊
府
元
亀
』
は
「
宜
」
を
「
以
」
に
作
る
。
）
漸
誘
。
准
儀
制
令
、
道
路
街
巷
、
賤
避
貴
、
少
避
長
、
軽
避
重
、
去
避

来
、
有
此
四
事
。
承
前
、
毎
於
道
途
、
立
牌
（
明
本
は
「
牌
」
を
「
碑
」
に
作
る
。
以
下
同
じ
。）

刻
字
、
令
路
人
皆
得
見
聞
。
宜
令
三
京

諸
道
州
府
、
各
遍
下
管
内
県
鎮
、
准
旧
例
（
『
五
代
会
要
』
巻
二
十
五
、
道
路
は
「
例
」
を
「
儀
制
」
に
作
る
。）
、
於
道
路
、
明
置
牌
、

離
刻
四
件
文
字
。
兼
於
要
会
坊
門
及
諸
橋
柱
、
刻
牌
暁
諭
路
人
、
委
本
県
（
『
五
代
会
要
』
巻
二
十
五
は
「
県
」
を
「
界
」
に
作
る
。
）

所
由
官
司
、
共
切
（
『
五
代
会
要
』
巻
二
十
五
は
「
切
」
を
「
加
」
に
作
る
。
）
巡
察
。
有
敢
（
『
五
代
会
要
』
巻
二
十
五
は
「
敢
」
を

「違
」
に
作
る
。
）
犯
者
、
科
違
勅
之
罪
。
貴
在
所
為
簡
易
、
所
化
弘
多
。
既
礼
教
典
行
、
則
風
俗
淳
厚
。
庶
皆
順
序
、
益
致
和
平
。

こ
の
勅
が
言
う
「
儀
制
令
」
と
は
、
唐
開
元
二
十
五
年
令
の
儀
制
令
で
あ
る
。
『
旧
五
代
史
』
巻
三
十
、
唐
書
、
荘
宗
紀
、
同
光
元
年

（
九
二
三
）
十
二
月
庚
辰
条
に
、
「
御
史
台
上
言
す
。
本
朝
（
五
代
の
前
の
唐
朝
を
指
す
。
以
下
同
じ
。
）
の
律
令
格
式
を
行
用
せ
ん
こ
と
を

請
う
。
今
、
訪
聞
す
る
に
、
唯
だ
定
州
（
現
在
の
河
北
省
定
県
）
に
の
み
本
朝
の
法
書
有
り
。
望
む
ら
く
は
本
州
に
下
し
て
副
本
を
写
し

て
進
納
せ
し
め
ん
こ
と
を
、
と
。
こ
れ
に
従
う
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
書
巻

一
四
七
、
刑
法
志
に
、
御
史
台
の
上
言
が
許
可
さ
れ
て
、

「
未
だ
幾
く
な
ら
ず
、
定
州
の
王
都
、
唐
朝
の
格
式
律
令
凡
て
二
百
八
十
六
巻
を
進
納
す
。
」
（
『
冊
府
元
亀
」
巻
六
一

三
、
刑
法
部
、
定

律
令
も
同
文
。
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
王
都
は
定
州
節
度
使
で
あ
る
（
栗
原
益
男
編
『
五
代
宋
初
藩
鎮
年
表
』
東
京
堂
出
版
、
昭
和
六
十

三
年
。
五
五
九
頁
）
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
後
唐
で
は
唐
の
律
令
格
式
が
行
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
唐
の
令
と

は
、
磨
朝
で
最
後
に
絹
纂
さ
れ
た
令
で
あ
る
開
元
二
十
五
年
令
に
違
い
な
い
。

ゆ

く

人

来

る

人

【
原
文
】
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五四）



よ
い
で
あ
ろ
う
。

（二
五
三
）

た
だ
、
唐
開
元
二
十
五
年
令
の
儀
制
令
の
復
元
条
文
で
は
「
行
路
巷
街
」
「
少
避
老
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、
こ
の
勅
が
引
く
儀
制

令
の
条
文
で
は
「
道
路
街
巷
」
「
少
避
長
」
に
な
っ
て
い
る
。
『
五
代
会
要
』
巻
二
十
五
、
道
路
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
長
典
二
年
八
月
救
で

も
「
道
路
街
巷
」
「
少
避
長
」
に
な
っ
て
お
り
（
『
五
代
会
要
』
は
上
海
古
籍
出
版
社
の
標
点
本
を
見
た
。
）
、
後
に
掲
げ
る
史
料
に
見
ら
れ

る
、
宋
で
行
用
さ
れ
て
い
た
儀
制
令
の
条
文
で
も
、
「
行
路
巷
街
」
に
対
応
す
る
文
言
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
少
避
老
」
で
は
な
く

「
少
避
長
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
『
冊
府
元
亀
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
勅
が
引
く
儀
制
令
の
「
少
避
長
」
の
「
長
」
字
は
、
文
字

の
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
序
説
第
一
に
拠
れ
ば
、
唐
の
粛
宗
の
至
徳
二
載

（七
五
七
）
及
び
徳
宗
の
大
暦
十
四

年

（七
七
九
）
に
開
元
二
十
五
年
律
令
格
式
の
剛
定
が
命
じ
ら
れ
（
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
―
二
三
所
収
「
至
徳
二
載
牧
復
両
京
大
赦
」
、
『
旧

唐
書
』
巻
五
十
、
刑
法
志
）
、
後
唐
の
荘
宗
の
同
光
年
間

（九
二
三
ー
九
二
六
）
に
開
元
二
十
五
年
令
式
の
校
定
が
行
わ
れ
た

い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
時
の
い
ず
れ
か
に
、
「
少
避
老
」
の
「
老
」
字
が
「
長
」
字
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（『直
斎
書
録

解
題
』
巻
七
。
参
考
史
料
と
し
て

『玉
海
』
巻
六
十
六
所
引
『
中
興
書
目
』
）

。
開
元
二
十
五
年
儀
制
令
行
路
条
の
復
元
が
間
違
っ
て
い
な

こ
の
長
興
ハ
ニ
年
八
月
壬
申
勅
に
拠
れ
ば
、
「
承
前
」
即
ち
長
興
二
年
八
月
以
前
に
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
文
言

を
刻
ん
だ
「
牌
」
が
道
路
ご
と
に
立
て
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
勅
は
、
こ
の
「
旧
例
」
に
倣
っ
て
、
儀
制
令
の
四
件
の

規
定
の
文
言
を
刻
ん
だ
「
牌
」
を
道
路
に
置
く
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
「
承
前
」
が
い
つ
頃
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
。
「
牌
」
は
、

『
冊
府
元
亀
』

の
明
本
は
「
碑
」
に
作
る
が
、
『
冊
府
元
亀
』

関
法
第
六
二
巻

一
号

の
宋
本
だ
け
で
は
な
く
、
『
五
代
会
要
』
巻
二
十
五
も
「
牌
」
に
作
る
か
ら
、

「
牌
」
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
「
碑
」
な
ら
ば
石
碑
で
あ
る
が
、
「
牌
」
は
、
こ
の
勅
は
材
料
を
指
定
し
て
い
な
い
が
、
木
牌
と
み
な
し
て

こ
の
勅
は
「
敢
え
て
犯
す
者
有
ら
ば
、
違
勅
の
罪
を
科
す
。」

と
命
じ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
唐
で
は
唐
の
律
令
格
式
が
行

゜



者
に
は
杖

一
百
を
科
す
る
の
で
あ
る
。

（
原
文
。
設
木
刻
其
字
）
」

用
さ
れ
て
い
た
。
唐
の
律
令
格
式
の
体
系
の
下
で
は
、
令
の
規
定
に
違
反
す
る
と
、
格
や
詔
勅
に
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
雑
律
の

「
令
に
違
う
者
は
笞
五
十
。」
と
い
う
規
定
に
依
っ
て
、
笞
五
十
の
刑
を
科
さ
れ
る
か
ら
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
に

違
反
し
た
者
に
対
す
る
刑
も
、
特
別
な
法
律
が
な
い
限
り
、
笞
五
十
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
路
に
木
牌
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀

制
令
の
規
定
を
周
く
知
ら
せ
て
も
な
お
、
そ
の
規
定
を
守
ら
な
い
者
に
対
し
て
は
、
笞
五
十
を
科
す
る
だ
け
で
は
刑
が
軽
い
、
と
い
う
理

由
で
、
こ
の
勅
は
、
儀
制
令
の
四
件
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
「
違
勅
の
罪
」
を
科
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
「
違
勅
の
罪
」

と
は
、
唐
律
の
職
制
律
の
「
制
書
（
詔
勅
の
こ
と
）
を
被
り
て
施
行
す
る
と
こ
ろ
有
り
。
し
か
る
に
違
う
者
は
徒
二
年
。
失
錯
す
る
者
は

杖
一
百
。
」
と
い
う
条
文
に
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
を
指
す
。
儀
制
令
の
規
定
に
わ
ざ
と
違
反
し
た
者
に
は
徒
二
年
、
う
っ
か
り
違
反
し
た

ち
な
み
に
、
『
故
唐
律
疏
議
』

の
名
で
伝
わ
る
開
元
二
十
五
年
律
疏
の
雑
律
の
疏
に
は
、
律
文
の
「
令
に
違
う
者
」
の
「
令
」
の

一
例

と
し
て
、
開
元
二
十
五
年
令
の
儀
制
令
行
路
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
故
唐
律
疏
議
』
は
「
去
避
来
」
を
「
来
避
去
」
に
作
る
が
、
こ

れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
後
で
紹
介
す
る
「
去
避
来
」
の
意
味
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
見
て
明
白
で
あ
る
。

後
唐
の
明
宗
に
続
い
て
、
宋
の
太
宗
が
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
文
言
を
刻
ん
だ
木
牌
を
交
通
の
要
所
に
設
置
す

る
よ
う
命
じ
る
詔
を
下
し
た
。

『続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
十
四
、
太
宗
、
太
平
興
国
八
年

（九
八
三）

正
月
条
に
、
「
承
恭

（大
理
寺
丞

の
孔
承
恭
）
又
た
言
う
。
儀
制
令
に
「
賤
は
貴
を
避
け
、
少
は
長
を
避
け
、
軽
は
重
を
避
け
、
去
は
来
を
避
く
。」

と
云
う
有
り
。
望
む

ら
く
は
、
両
京
（
東
京
開
封
府
と
西
京
河
南
府
）
・
諸
道
を
し
て
、
各
々
、
要
害
の
処
に
於
い
て
、
木
を
設
け
、
其
の
字
を
刻
み
、
違
う

者
は
論
ず
る
こ
と
律
の
如
く
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
礼
譲
を
興
し
て
風
俗
を
厚
く
す
可
き
に
ち
か
か
ら
ん
。
と
。
甲
申
（
二
十
七
日
）
、
詔

し
て
、
其
の
言
を
行
わ
し
む
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
長
編
』

ゆ

く

人

来

る

人

の
こ
の
文
で
は
「
木
を
設
け
、
其
の
字
を
刻
み

（二
五
二）



さ
れ
て
い
た
。
こ
の
唐
令
は
開
元
二
十
五
年
令
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
『
長
編
』
巻
二
十
四
及
び
『
東
都
事
略
』
巻
―
―
一
に
見
ら
れ
る
「
儀

制
令
」
は
唐
開
元
二
十
五
年
令
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
長
編
』
で
孔
承
恭
の
上
言
が
引
く
儀
制
令
の
条
文
で
は
、
唐
開
元

二
十
五
年
儀
制
令
行
路
条
の
復
元
条
文
で
は
「
少
避
老
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
「
少
避
長
」
に
な
っ
て
お
り
（
『
宋
史
』
巻
二
七
六
も

同
文
。
）
、
前
掲
後
唐
長
興
二
年
八
月
勅
が
引
く
儀
制
令
の
文
言
と
一
致
す
る
か
ら
、
木
牌
に
刻
む
よ
う
太
宗
が
命
じ
た
条
文
が
属
す
る

る。 本
（
台
湾
商
務
印
書
館
）
及
び
中
華
書
局
の
点
校
本
を
見
た
。

に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、
『
宋
史
』
巻
二
七
六
、
孔
承
恭
伝
で
は
「
木
牌
を
設
け
、
其
の
字
を
刻
み

（
二
五

一
）

て
い
る
。
「
木
を
設
け
」
で
は
言
葉
が
足
り
な
い
か
ら
、
『
長
絹
』
の
こ
の
箇
所
も
本
来
は
「
木
牌
を
設
け
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
は
、
浙
江
書
局
本
の
影
印
本
（
上
海
古
籍
出
版
社
）
及
び
中
華
書
局
の
点
校
本
を
見
た
。
『
宋
史
』
は
、
百
柄

太
平
興
国
八
年
正
月
甲
申
に
太
宗
が
下
し
た
詔
の
文
が
、
『
東
都
事
略
』
巻
三
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
詔
し
て
日
わ
く
、
伝
に
云
う
、
能

＜
礼
譲
を
以
て
国
を
お
さ
め
ば
、
何
か
有
ら
ん
、
と
。
宜
し
く
開
封
府
及
び
諸
州
を
し
て
、
衝
要
の
処
に
於
い
て
、
榜
を
設
け
、
儀
制
令

を
刻
み
、
論
ず
る
こ
と
律
の
如
く
せ
し
む
べ
し
。
と
。
」
こ
こ
に
「
能
く
礼
譲
を
以
て
国
を
お
さ
め
ば
、
何
か
有
ら
ん
。
（
原
文
。
能
以
礼

譲
為
国
乎
、
何
有
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
『
論
語
』
里
仁
篇
の
文
で
あ
る
。
「
伝
」
は
『
論
語
』
を
指
す
。
『
長
編
』
及
び
『
東
都
事
略
』
に

「
論
ず
る
こ
と
律
の
如
く
せ
し
む
（
原
文
。
論
如
律
。
『
宋
史
』
巻
二
七
六
も
同
文
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四

件
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
『
宋
刑
統
』
の
雑
律
の
「
令
に
違
う
者
は
笞
五
十
。
」
の
規
定
を
適
用
さ
せ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
『
宋
刑
統
』
は
、
宋
の
太
祖
の
建
隆
四
年
（
九
六
―
―
-
）
に
頒
行
さ
れ
た
刑
法
典
で
、
唐
開
元
二
十
五
年
律
疏
の
全
文
を
取
り
込
ん
で
い

『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
一
之
一
、
格
令
に
「
国
初
、
唐
の
律
令
格
式
を
用
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宋
初
は
唐
令
が
行
用

関
法
第
六
二
巻

一
号

（
原
文
。
設
木
牌
刻
其
字
）
」
と
な
っ



【
原
文
】

「
儀
制
令
」
は
、
後
唐
で
行
用
さ
れ
て
い
た
膊
令
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
点
で
修
改
さ
れ
た
開
元
二
十
五
年
令
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
文
言
を
刻
ん
だ
木
牌
を
交
通
の
要
所
に
設
置
す
る
よ
う
両
京
及
び
諸
州
に
命
じ
る
太
宗
の

詔
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
江
少
虞
『
皇
朝
類
苑
』
巻
二
十

一
、
官
政
治
績
、
榜
刻
儀
制
令
四
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
黄
鑑
『
楊
文

公
談
苑
」
の
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
知
ら
れ
る
。
『
皇
朝
類
苑
』
は
董
康
刊
行
本
の
影
印
本
（
中
文
出
版
社
）
を
見
た
。

孔
承
恭
、
大
理
正
た
り
。
太
平
典
国
中
、
上
言
す
。
儀
制
令
云
う
、
賤
は
貴
を
避
け
、
少
は
長
を
避
け
、
軽
は
重
を
避
け
、
去
は
来

を
避
く
、
と
。
望
む
ら
く
は
両
京
・
諸
州
を
し
て
、
要
害
の
処
に
於
い
て
、
榜
に
刻
み
、
以
て
之
れ
を
掲
げ
し
め
ん
こ
と
を
。
礼
譲
を

興
し
て
風
俗
を
厚
く
す
る
所
以
な
り
。
と
。
詔
し
て
之
れ
に
従
う
。
処
処
の
衛
騨
に
て
榜
に
刻
み
屹
る
。
今
多
く
こ
れ
有
り
。（
原
注
。

楊
文
公
談
苑
）

孔
承
恭
、
為
大
理
正
。
太
平
興
国
中
、
上
言
。（
中
略
）
詔
従
之
。
処
処
衛
罪
（
四
庫
全
書
本
『
事
実
類
苑
』
巻
二
十
一
は
「
処
処

衛
騨
」
四
字
を
「
令
於
通
衛
四
」
五
字
に
作
る
。）
、
刻
榜
屹
（
同
上

『事
実
類
苑
』
は
「
詑
」
を
「
記
」
に
作
る
。）。

今
多
有
焉
。

（
原
注
。
楊
文
公
談
苑
）

ゆ

く

人

来

る

人

【
訓
読
】

（二
五
0
)



五
）
に
活
躍
し
た
人
で
あ
る
。

高
承
『
事
物
紀
原
」
巻
七
、
州
郡
方
域
部
、
儀
制
令
に
、
「
談
苑
日
、
太
平
興
国
中
、
孔
承
恭
為
大
理
正
。
上
言
。
儀
制
令
、
賤
避
貴
、

少
避
長
、
軽
避
重
、
去
避
来
。
望
令
於
両
京
諸
州
要
害
処
、
刻
膀
以
掲
之
。
所
以
輿
礼
遜
厚
風
俗
。
従
之
。
」
と
い
う
文
に
続
い
て
、
「
今
、

京
師
の
諸
門
•
関
・
亭
、
皆
こ
れ
有
り
。
而
し
て
所
在
の
道
途
の
双
喉
の
処
、
皆
こ
れ
を
刻
む
。
」
と
い
う
文
が
記
さ
れ
て
い
る

紀
原
』
は
四
庫
全
書
本
を
見
た
。
）
。
「
双
喉
」
は
、
里
程
を
示
す
た
め
に
道
路
の
両
側
に
盛
ら
れ
た
塚
で
あ
る
。
「
太
平
興
国
中
」
か
ら

「
従
之
」
ま
で
の
文
は
、
『
皇
朝
類
苑
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
『
楊
文
公
談
苑
』

で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
が
、
「
今
、
京
師
の
諸
門
関
亭
」
以
下
の
文
は
、
『
皇
朝
類
苑
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
『
楊
文
公
談
苑
』
の
文

と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
は
、
『
楊
文
公
談
苑
』

な
い
。
高
承
は
、
陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
』
巻
十
所
引
『
中
興
書
目
』
に
拠
れ
ば
、
開
封
の
人
で
、
元
豊
年
間

(
1
0
七
八
-
1
0
八

て
か
ら
三
十
七
年
以
内
の
風
景
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

札
（
原
文
。
榜
）
が
、
今
も
多
く
存
在
す
る

こ
こ
に
は
「
大
理
正
」
の
孔
承
恭
が
上
言
し
た
、
と
あ
る
が
、
『
長
絹
』
巻
二
十
四
は
、
「
大
理
寺
丞
」
の
孔
承
恭
が
上
言
し
た
、
と
す

る
。
『
宋
史
』
巻
二
七
六
、
孔
承
恭
伝
に
拠
れ
ば
、
孔
承
恭
は
太
宗
の
時
に
大
理
寺
丞
か
ら
大
理
正
、
判
大
理
少
卿
事
へ
と
昇
進
し
た
。

上
言
し
た
時
は
大
理
寺
丞
で
あ
っ
た
が
、
詔
が
下
さ
れ
た
時
は
大
理
正
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
楊
文
公
談
苑
」
は
、
宋
痒
「
談

苑
序
」
（
『
元
憲
集
』
巻
三
十
五
所
収
）
に
拠
れ
ば
、
翰
林
学
士
の
楊
億
（
九
七
四
-
1
0
二
0
)
が
語
っ
た
異
聞
奇
説
を
楊
億
の
門
人
の
黄

鑑
が
記
し
た
原
稿
を
、
宋
痒
が
計
二
十
類
十
二
巻
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
は
逸
文
が
伝
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
楊
億
は
真
宗
の
天
蒻

四
年

(
1
0
二
0
)
に
歿
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
各
地
の
四
つ
角
（
原
文
。
処
処
衛
罪
）
に
立
て
ら
れ
た
、
儀
制
令
の
条
文
を
刻
ん
だ
木

関
法
第
六
二
巻

一
号

（
原
文
。
今
多
有
焉
。
）
、
と
い
う
の
は
、
太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）
に
太
宗
が
詔
を
下
し

の
文
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
か
ら
、
『
楊
文
公
談
苑
』

の
文
で
あ
る
の
か
、
『
事
物
紀
原
』

の
著
者
の
高
承
の
文
で
あ
る
の
か
わ
か
ら

四

（
二
四
九
）

の
文

（
『
事
物



儀
制
令
の
石
碑

一
五

石
刻
文
史
料
を
検
索
す
る
と
、
宋
代
に
造
ら
れ
た
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
文
言
を
彫
り
つ
け
た
石
碑
の
記
事
が

出
て
く
る
。
前
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
後
唐
の
明
宗
及
び
宋
の
太
宗
が
、
儀
制
令
の
文
言
を
刻
ん
で
交
通
の
要
所
に
立
て
る
よ
う
命
じ

た
の
は
、
石
碑
で
は
な
く
木
牌
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
、
儀
制
令
の
文
言
を
刻
ん
だ
石
碑
を
立
て
る
よ
う
皇
帝
が
命
じ
た
、
と
い
う
こ

と
を
記
し
た
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
石
碑
は
、
太
宗
あ
る
い
は
別
の
皇
帝
の
命
令
に
従
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な

か
ろ
う
。
太
宗
の
命
令
に
従
っ
て
立
て
ら
れ
た
儀
制
令
の
木
牌
が
腐
朽
し
た
の
で
、
州
県
官
が
そ
の
代
わ
り
に
立
て
た
も
の
か
、
太
宗
の

故
事
を
踏
ま
え
て
、
州
県
官
が
自
発
的
に
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

愈
文
豹
『
吹
剣
録
外
集
」
に
、
「
王
雅
林
踪

（「
踪
」
が
名
。
「
雅
林
」
は
号
。）
が
江
南
西
路
臨
江
軍
消
江
県
（
現
在
の
江
西
省
消
江

県
）
の
知
県
で
あ
っ
た
時
、
彼
の
昇
進
の
た
め
の
推
薦
状
を
彼
の
上
司
が
こ
も
ご
も
朝
廷
に
送
り
届
け
た
。
漕
使
（
「
漕
」
は
転
運
司
を

意
味
す
る
）

の
手
換
の
推
薦
状
に
は
「
本
司
が
近
ご
ろ
諸
処
に
命
じ
て
駅
路
を
修
雖
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
た
だ
清
江
県
の
王
知
県
だ
け
が
、

ま
だ
通
達
を
受
け
な
い
う
ち
に
、
す
で
に
喉
石
（
里
程
を
示
す
石
碑
）
を
造
立
し
た
、
と
上
申
し
、
加
え
て
儀
制
墨
本
を
同
封
し
て
送
っ

て
き
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
原
文
。
王
雅
林
踪
（
中
略
）
宰
清
江
、
公
車
交
薦
。
（
中
略
）
手
漕
使
換
云
、

（中
略
）
本
司
近
令
諸

処
修
葺
駅
路
。
独
消
江
王
知
県
申
、
未
準
帖
間
、
已
創
立
喉
石
。
初
檄
連
到
儀
制
墨
本。）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
儀
制
墨
本
」

と
あ
る
の
が
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
文
言
を
刻
ん
だ
石
碑
の
拓
本
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

『
三
山
志
』
巻
―
-+
-
、
人
物
類
、
科
名
、
嘉
定
十
年
丁
丑

(
―
ニ
―
七
）
呉
潜
榜
、
井
換
の
項
に
「
見
に
江
西
運
判
た
り
。
」
と
あ
る
。

『三
山
志
』
は
『
宋
元
地
方
志
叢
書
』
第
十
二
巻
所
収
本
を
見
た
。
『
三
山
志
」
巻
三
十
一
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
序
文
に
拠
れ
ば
、
『
三
山

ゆ

く

人

来

る

人

（二
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八
）



ア
河
南
省
光
山
県
の
北
宋
儀
制
令
碑

制
令
碑
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
四
七
）

志
』
の
第
三
十
一
巻
及
び
第
三
十
二
巻
が
編
集
さ
れ
た
の
は
淳
祐
八
年
（

―
二
四
八
）
中
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
手
換
は
淳
祐
八
年
に
江

南
西
路
転
運
司
判
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
る
と
、
清
江
県
知
県
の
王
踪
が
儀
制
令
碑
を
立
て
た
の
は
淳
祐
八
年
頃
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
江
西
転
運
司
が
管
下
に
駅
路
を
修
葺
す
る
よ
う
命
じ
た
通
達
の
中
に
、
儀
制
令
碑
を
立
て
な
さ
い
と
い
う
命
令
が
含
ま
れ
て

い
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
清
江
県
の
知
県
は
、
江
西
転
運
司
か
ら
の
通
達
を
受
け
取
る
前
に
、
自
発
的
に
儀

以
下
に
、
石
刻
文
史
料
に
記
事
が
出
て
く
る
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
、
少
避
老
（
長
）
、
軽
避
重
、
去
避
来
。
」
の
文
言
を
刻
ん
だ
石
碑

を
紹
介
す
る
。

天

一
閣
蔵
明
代
方
志
選
刊
所
収
『
光
山
県
志
』
（
嘉
靖
三
十
五
年
(
-
五
五
六
）
に
光
山
県
令
沈
紹
塵
が
書
い
た
序
が
あ
る
。
）
巻

一
、

風
土
志
、
古
蹟
に
、
「
像
制
令
碑
。
清
風
嶺
に
在
り
。
宋
元
祐
（
「
祐
」
は
も
と
「
佑
」
に
作
る
。
）
八
年

(
1
0
九
三
）
、
中
尉
、
立
つ
。

上
に
令
を
刻
み
て
云
う
、
「
少
避
老
、
賤
避
貴
、
軽
避
重
、
去
避
来
。
」
と
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
朝
の
河
南
省
汝
寧
府
光
山
県
は
、

現
在
の
河
南
省
光
山
県
で
あ
り
、
北
宋
で
は
准
南
西
路
光
州
光
山
県
で
あ
る
。
「
像
制
令
碑
」
の
「
像
」
は
「
儀
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

「
宋
元
佑
八
年
中
尉
立
」
を
「
宋
元
祐
八
年
、
中
尉
、
立
つ
。
」
と
読
ん
だ
が
、
宋
の
官
制
で
は
「
中
尉
」
と
い
う
官
名
は
な
い
か
ら
、

「
宋
元
祐
八
年
中
、
尉
、
立
つ
。
」
と
読
む
ぺ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
尉
」
は
県
の
官
司
の
―
つ
で
あ
る
県
尉
の
こ
と
で
あ
る
。
も

し
か
す
る
と
、
「
中
尉
」
の
「
中
」
は
、
「
光
山
尉
」
の
「
山
」
が
見
誤
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
清
風
嶺
」
は
、
『
光
山
県
志
」
巻
一
、
風
土
志
、
景
致
、
風
嶺
晴
嵐
の
項
に
、
「
消
風
嶺
は
、
県
の
西
南
九
十
里
に
在
り
。
（
中
略
）

関
法
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六
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年
）
の
光
山
県
の
項
に
、
儀
制
令
碑
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
。

『
光
山
県
志
』

あ
っ
た
。
『
元
祐
令
』

一
七

（二
四
六
）

一
九
九

道
左
の
石
硯
の
上
に
、
「
男
左
行
、
女
右
行
。
賤
避
貴
、
少
避
老
。」
等
の
語
を
刻
む
。
蓋
し
太
尉
令
李
亘
の
立
つ
る
所
な
り
。」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
「
太
尉
令
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
「
太
尉
令
」
と
「
中
尉
」
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
「李

亘
」
は
、
『
景
定
建
康
志
』
巻
二
十
七
、
官
守
志
、
諸
県
令
、
湮
陽
県
の
項
に
「
李
亘
。
通
直
郎
。
崇
寧
三
年
(
:
:
 0
四
）
四
月
到
任
。」

と
あ
る
「
李
亘
」
と
同

一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
元
祐
八
年
に
立
て
ら
れ
た
碑
に
「
少
避
老
、
賤
避
貴
、
軽
避
重
、
去
避
来
。」

と
い
う
令

文
が
刻
ま
れ
て
い
る
、
と
『
光
山
県
志
』
は
記
す
が
、
「
賤
避
貴
」
「
少
避
老
」
の
両
句
を
誤
っ
て
転
倒
し
て
記
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
風

嶺
晴
嵐
の
項
で
は
、
「
賤
避
貴
、
少
避
老
等
語
」
と
句
の
正
し
い
順
序
で
記
さ
れ
て
い
る
。
碑
に
「
少
避
老
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
、
と

は
記
し
て
い
る
。
宋
の
元
祐
八
年
当
時
は
、
元
祐
二
年

(
1
0
八
七
）
に
頒
行
さ
れ
た
『
元
祐
勅
令
式
」
が
現
行
法
で

の
儀
制
令
の
条
文
で
は
、
「
少
避
長
」
で
は
な
く
、
唐
開
元
令
と
同
じ
く
、
「
少
避
老
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
風
嶺
晴
嵐
の
項
に
は
、
「
男
は
左
行
し
、
女
は
右
行
す
。」

と
石
砥
上
に
刻
ま
れ
て
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
男
左
行
、
女

右
行
」
の
句
が
何
ら
か
の
法
律
の
規
定
の
文
言
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。『
説
文
解
字
」
第
九
篇
上
、
包
の
項
に
、
「
男
、
左

行
三
十
、
女
、
右
行
二
十
。

倶
立
於
巳
、
為
夫
婦
。
」
と
あ
る
。

黄
叔
激
『
中
州
金
石
孜
』
（
『
石
刻
史
料
新
絹
』
第
十
八
冊
所
収
、
新
文
豊
出
版
公
司
）
巻
八
、
光
州
光
山
県
の
項
に
、
「
宋
中
尉
令
碑
。

県
志
に
、
元
祐
八
年
、
中
尉
、
立
つ
。
上
に
令
を
刻
み
て
、
少
避
老
、
賤
避
貴
、
軽
避
重
、
去
避
来
と
云
う
、
と
あ
り
。
今
は
亡
し
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。『
中
州
金
石
孜
」
は
乾
隆
六
年

（
一
七
四

一
）
に
書
か
れ
た
自
序
を
持
つ
か
ら
、
光
山
県
の
儀
制
令
碑
は
十
八
世
紀
前

半
に
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
国
家
文
物
局
主
絹
『
中
国
文
物
地
図
集
』
河
南
分
冊
（
中
国
地
図
出
版
社
、

ゆ

く

人

来

る

人



跛
』
に
詳
見
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
行
。
後
に
書
す
。
按
ず
る
に
、
此
の

（
二
四
五
）

武
億
『
授
堂
金
石
文
字
続
跛
』
（
『
石
刻
史
料
新
絹
』
第
二
十
五
冊
所
収
）
巻
十
一
に
、
「
儀
制
令
石
刻
。
淳
熙
八
年
(
-
―
八
一
）
。
石
刻
は

略
陽
に
在
り
。
中
行
に
「
儀
制
令
」
三
大
字
を
題
す
。
径
、

三
寸
余
。
下
に
字
の
寸
余
な
る
を
題
す
。
文
云
う
、
「
賤
避
貴
、
少
避
長
、

軽
避
重
、
去
避
来
。
」
と
。
後
に
「
淳
熙
辛
丑
、
邑
令
王
口
、
立
石
す
。
」
と
題
す
。
而
し
て
名
、
損
訣
し
て
見
る
可
か
ら
ず
。
（
中
略
）

『
東
都
事
略
』
太
宗
紀
に
（
引
用
文
省
略
）
と
あ
り
。
『
宋
史
』
孔
承
恭
伝
に
（
引
用
文
省
略
）
と
あ
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
此
の
令
は
宋

律
の
旧
文
た
り
。
上
旨
よ
り
起
り
、
之
れ
を
要
術
に
榜
す
。
固
よ
り
宋
初
に
当
た
り
、
巳
に
此
の
制
有
り
。
然
れ
ど
も
当
時
は
未
だ
石
に

刻
ま
ざ
る
な
り
。
（
中
略
）
此
の
刻
、
之
れ
を
趙
渭
川
及
び
他
の
宋
刻
善
本
よ
り
得
た
り
。
関
中
金
石
記
の
補
逍
と
為
す
に
足
る
。
予
、

故
に
喜
び
て
之
れ
に
跛
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
此
の
刻
、
之
れ
を
趙
渭
川
及
び
他
の
宋
刻
善
本
よ
り
得
た
り
。
」
と
あ
る
「
趙
渭
川
」

は
、
趙
希
瑛
の
こ
と
で
あ
る
。
趙
希
熾
は
、
字
は
渭
川
、
乾
隆
四
十
四
年
(
-
七
七
九
）
の
挙
人
。
安
陽
県
（
現
在
の
河
南
省
安
陽
市
）

の
知
県
で
あ
っ
た
時
、
武
億
を
招
い
て
一
緒
に
県
志
を
完
成
さ
せ
た
。
『
消
史
稿
』
巻
四
八
五
、
文
苑
伝
に
彼
の
伝
が
附
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
陸
耀
通
『
金
石
続
編
』
（
『
石
刻
史
料
新
編
』
第
五
冊
所
収
）
巻
十
九
、
宋
七
に
、
「
儀
制
令
石
刻
。
摩
崖
。
高
さ
一
尺
八
寸
、

広
さ

一
尺
二
寸
。
正
書
。
狭
西
略
陽
県
霊
巌
に
在
り
。
「
儀
制
令
」
三
字
。
縦
横
各
四
寸
。
「
賤
避
貴
、
少
避
長
、
軽
避
重
、
去
避
来
。
」

十
二
字
。
四
行
に
て
分
注
す
。
毎
字
、
径
二
寸
許
り
。
「
圏
熙
辛
丑
、
邑
令
王

□

立
石
。
」
十
字
。

令
は
宋
律
の
旧
文
た
り
。
こ
れ
を
要
害
通
衛
に
榜
す
。
始
め
は
木
牌
を
設
け
、
後
に
因
り
て
石
に
刻
む
。
武
博
山
億
の
『
授
堂
金
石
文
字

「
淳
熙
辛
丑
」
は
南
宋
の
淳
熙
八
年
で
あ
る
。
消
朝
の
映
西
省
漠
中
府
略
陽
県
、
現
在
の
侠
西
省
略
陽
県
は
、
南
宋
の
淳
熙
八
年
に
は

利
州
西
路
興
州
順
政
県
で
あ
っ
た
。
淳
熙
八
年
当
時
は
、
淳
熙
四
年
（

一↓

七
七
）
に
成
っ
た
『
淳
熙
勅
令
格
式
』
が
現
行
法
で
あ
っ
た
。

イ
映
西
省
略
陽
県
の
南
宋
儀
制
令
碑

関
法
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に
皆
、

石
に
刻
み
榜
に
掲
げ
し
め

ウ
湖
南
省
長
沙
市
の
儀
制
令
碑

四
年
）
第
五
章
第
四
節
第
三
項
（
宋
代
）
交
通
秩
序
的
維
護
に
、

九

一
九
九

「
略
陽
県
霊
巌
」
の
「
霊
巌
」
は
霊
巌
寺
で
あ
る
。
国
家
文
物
局
主
編
『
中
国
文
物
地
図
集
』
恢
西
分
冊
（
下
）
（
西
安
地
図
出
版
社
、

一
九
九
八
年
）
の
略
陽
県
の
項
に
拠
れ
ば
、
霊
巌
寺
は
唐
開
元
年
間
に
創
建
さ
れ
、
境
内
に
二
つ
の
天
然
の
洞
窟
が
あ
り
、
洞
窟
の
中
と

周
囲
に
、
唐
代
か
ら
民
国
年
間
に
至
る
ま
で
の
摩
崖
題
刻
や
碍
碑
が
多
数
遺
存
す
る
と
い
う
。

『金
石
続
編
」
が
「
儀
制
令
石
刻
」
を

「
摩
崖
」
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
『
授
盤
金
石
文
字
続
跛
』
及
び
『
金
石
続
編
』
が
紹
介
し
て
い
る
略
陽
県
の
「
儀
制
令
石
刻
」

は
、
霊
巌
寺
の
境
内
に
現
存
し
、
『
中
国
文
物
地
図
集
』
恢
西
分
冊
（
下
）
の
略
陽
県
の
項
に
、
霊
巌
寺
の
儀
制
令
碑
に
つ
い
て
、
「
青
石

質
。
方
首
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
公
路
交
通
史
叢
書
所
収
『
中
国
古
代
道
路
交
通
史
』

（人
民
交
通
出
版
社
、

西
側
を
流
れ
る
川
。
佐
立
注
）

一
九
六
四
年
九
月
、
狭
西
省
略
陽
県
の
農
民
が
、
嘉
陵
江

（霊
巌
寺
の

の
河
道
で
砂
を
掘
っ
て
い
た
時
に
、
淳
熙
八
年
に
立
て
ら
れ
た
儀
制
令
碑
を
発
見
し
た
、
と
書
か
れ
て
い

る
か
ら
、
略
陽
県
の
儀
制
令
碑
は
、
武
億
が
見
た
拓
本
が
と
ら
れ
た
後
、
川
の
砂
に
埋
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。

IJ
、

1

二
年

(
-
八
一
七
）
増
補
本
）
巻
二
十
三
、
古
蹟
に
、
「
霧

中
国
方
志
叢
書
所
収

『長
沙
県
志
』
（
嘉
慶
十
五
年

(
-
八
一
0
)

:+ 

陽
郷
石
碑
。
即
ち
古
の
大
陽
市
の
旧
官
道
に
石
碑
有
り
。
高
さ
六
七
尺
。
上
に
「
儀
制
令
大
陽
喉
」
六
大
字
を
刻
む
。
傍
ら
に
「
賤
避
貴
、

少
避
長
、
軽
避
重
、
去
避
来
。」

十
二
小
字
を
刻
む
。
考
う
る
に
、
『
事
物
紀
』
に
、
「
宋
太
平
興
国
中
、
大
理
正
孔
承
恭
、
各
処
の
要
路

（原
文
。
刻
石
砥
榜
。
「
砒
」
を
「
掲
」
に
改
め
た
。
）
、
民
を
し
て
礼
譲
を
興
し
風
俗
を
厚
く
せ
し
め

ん
、
と
奏
す
る
な
り
。
」
と
あ
り
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
大
陽
喉
」
の
「
喉
」
は
里
程
を
示
す
塚
で
あ
る
。
同
書
巻
三
、
彊
域
に
拠
れ

ば
、
「
太
陽
喉
」
と
い
う
旧
名
を
持
つ
郷
村
が
清
泰
都
に
あ
り
、
消
泰
都
は
長
沙
県
城
の
東
北
に
あ
り
、
清
泰
都
の
西
は
湘
陰
県

（現
在

ゆ

く

人

来

る

人

（二
四
四
）



（二
四
三
）

の
湖
南
省
湘
陰
県
）
界
、
清
泰
都
の
北
は
平
江
県
（
現
在
の
湖
南
省
平
江
県
）
界
で
あ
る
、
と
い
う
。
陳
運
溶
編
『
湘
城
訪
古
録
』
（
「
石

刻
史
料
新
編
』
第
十
三
冊
所
収
）
宋
儀
制
令
碑
の
項
に
引
か
れ
て
い
る
『
長
沙
県
志
』
に
、
「
清
泰
都
大
陽
橋
（
「
橋
」
は
「
喉
」
の
誤
り

か
）
長
岳
通
術
橋
側
田
内
に
大
陽
喉
儀
制
令
古
碑
有
り
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

ママ

嘉
慶
刊
『
長
沙
県
志
』
は
、
「
事
物
紀
」
に
「
刻
石
砥
榜
」
と
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
「事
物
紀
」
は
「
事
物
紀
原
」
で
あ
ろ
う
が
、

四
庫
全
書
本
『
事
物
紀
原
』
巻
七
、
州
郡
方
域
部
、
儀
制
令
の
該
当
箇
所
は
「
刻
膀
以
掲
之
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
石
」
字
は
な
い
。

ま
た
、
襲
中
溶
『
古
泉
山
館
金
石
文
編
残
稿
』
（
『
石
刻
史
料
新
編
』
第
二
輯
第
三
冊
所
収
）
巻
三
、
宋
に
、
「
儀
制
令
碑
。
長
沙
県
霧

陽
郷
の
田
間
に
一
碑
有
り
。
上
に
「
儀
制
令
大
陽
喉
」
と
題
す
。
正
書
。
六
大
字
。
二
行
に
作
る
。
字
径
七
八
寸
。
下
に
小
正
書
を
刻
す
。

約
五
行
。
字
径
寸
七
八
分
。
前
二
行
云
う
、
「
賤
避
貴
、
少
避
長
、
軽
避
重
、
去
避
来
。」
と
。
毎
行
六
字
。

後
に

一
行
有
る
も
、
磨
滅
し

て
辮
ず
可
か
ら
ず
。
又
た
後
の

一
行
は
、
下
に
「
県
尉
」
二
字
を
存
す
。
又
た
後
の

一
行
は
、
下
に
「
県
尉
呉
」
三
字
を
存
す
。
餘
は
皆
、

漫
悲
に
し
て
、
未
だ
年
月
を
見
ず
。
孜
う
る
に
、
『
宋
史
』
孔
承
恭
伝
云
う
、
（
引
用
文
省
略
）
と
。
則
ち
「
賤
避
貴
」
云
云
四
句
は
本
よ

り
宋
初
の
令
文
に
係
る
。
碑
、
題
す
る
所
の
儀
制
令
是
れ
な
り
。
惟
だ
伝
、
「
木
牌
を
設
け
其
の
字
を
刻
む
」
と
言
う
。
し
か
る
に
『
事

物
紀
原
』
に
拠
る
に
則
ち
、
「
石
に
刻
む
」
と
云
う
。
其
の
説
互
い
に
異
な
る
。
今
、
石
碑
、
見
に
存
す
。
登
に
史
伝
、
誤
り
有
る
か
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
四
庫
全
書
本

『事
物
紀
原
』
の
該
当
箇
所
に
「
石
」

字
は
な
い
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

陸
増
祥

『八
境
室
金
石
補
正
』
（
『
石
刻
史
料
新
編
』
第
八
冊
所
収
）
巻
二
二
、
宋
四
十
、
大
陽
喉
石
刻
に
は
、
「
拓
本
。
高
さ
三
尺

五
寸
。
広
さ
二
尺
。
二
行
を
存
す
。
行
ご
と
に
各
お
の
三
字
。
字
径
八
寸
。
正
書。

長
沙
に
在
り
。
「
儀
制
令
」

「大
陽
喉
」

（中
略
）
右

大
陽
眼
石
刻
、
嘉
慶

（
一
七
九
六
し

一
八
二
0
)

の
末
よ
り
距
た
る
こ
と
、
未
だ
周
甲
に
及
ば
ざ
る
に
、
「
賤
避
貴
」
数
行
、
絶
え
て
一
字

の
見
る
可
き
無
し
。
石
、
固
よ
り
剥
蝕
す
る
も
、
殆
ど
拓
エ
、
率
劣
な
る
故
か
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
嘉
慶
の
末
」
と
い
う
の
は
、

嘉

関

法

第

六

二
巻

一
号

二
0



慶
十
五
年
刊
『
長
沙
県
志
」
が
増
補
さ
れ
た
嘉
慶
二
十
二
年
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
清
の
湖
南
省
長
沙
府
長
沙
県
は
現
在
の
湖
南
省
長
沙

市
で
あ
る
。
国
家
文
物
局
主
編
『
中
国
文
物
地
図
集
』
湖
南
分
冊
（
湖
南
地
図
出
版
社
、

国
家
文
物
局
主
絹
『
中
国
文
物
地
図
集
』
福
建
分
冊
（
下
）
（
福
建
省
地
図
出
版
社
、
二

0
0
七
年
）

碑
〔
渭
田
鎮
竹
賢
村
・
宋
代
〕
碑
の
高
さ

一
•
五
メ
ー
ト
ル
、
寛
さ
O
·

六
メ
ー
ト
ル
。
碑
文
は
直
下
に
「
松
淡
県
永
里
廿

一
都
、
地
名

東
領
村
。
東
至
本
県
七
十
里
、
西
至
浦
城
界
二
五
里
。
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
、
去
避
来
。
開
蒻
元
年

(

i

二
0
五
）
八
月
一
日
、

毅
役
長
陳
俊

・
功
郎
県
尉
林
高
立
。
」
と
楷
書
す
。
現
に
城
関
の
塔
山
碑
林
内
に
移
置
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
南
宋
の
松
渓
県
は
福
建

路
建
寧
府
に
属
す
る
。
「
都
」
は
二
百
五
十
戸
か
ら
成
る
行
政
単
位
。
「
義
役
長
」
は
「
義
役
長
」
で
あ
る
。「
義
役
」
は
、
保
正
・
保
長

の
役
に
つ
く
者
を
、
役
に
つ
か
な
い
者
が
田
や
粟
を
出
し
て
助
け
る
制
度
（
曽
我
部
静
雄
『
宋
代
財
政
史
』
第
三
章）
。
「
功
郎
」
は
、

「
迪
功
郎
」
の
「
迪
」
字
が
抜
け
て
い
る
こ
と
が
、
次
に
紹
介
す
る
儀
制
令
碑
文
か
ら
知
ら
れ
る
。
「
迪
功
郎
」
は
、
県
尉
に
与
え
ら
れ

る
従
九
品
の
寄
禄
官
で
あ
る
。
開
藉
元
年
当
時
の
南
宋
で
は
、
慶
元
四
年

（
―
-
九
八
）
に
頒
行
さ
れ
た

『慶
元
勅
令
格
式
』
が
現
行
法

で
あ
っ
た
。

工

次
に
、
同
上
『
中
国
文
物
地
図
集
』
福
建
分
冊
の
松
湊
県
、
塔
山
碑
林
の
項
に
、
「
宋
の
交
通
碑
二
通
。
其
の
一
は

一
九
八

一
年
九
月

に
旧
県
郷
の
河
辺
砥
頭
に
て
発
現
す
。

碑
の
高
さ

一
・

三
四
メ
ー
ト
ル
、
寛
さ

0
•
五
四
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ

O
·

一
五
メ
ー
ト
ル
。
碑
文

は
直
下
に
五
行
。
中
行
に
所
在
地
の
地
名
を
「
松
渓
県
販
伏
里
十
三
都
、
地
名
故
県
。
」
と
刻
む
。
両
辺
は
「
賤
避
貴
、
少
避
長
、
軽
避

ゆ

く

人

来

る

人

福
建
省
松
浚
県
の
南
宋
儀
制
令
碑

登
録
さ
れ
て
い
な
い
。

の
松
渓
県
の
項
に
、
「
竹
賢
交
通

（
二
四
二
）

一
九
九
七
年
）
の
長
沙
市
の
項
に
儀
制
令
碑
は



功

勲

郎

県

尉

林

高

立

軽
避
重
去
避
来

松

渓

県

帰

伏

里

十

三

都

地

名

故

県

重
、
去
避
来
。
」
「
東
趣
馬
大
仙
殿
五
里
。
西
趣
麻
歩
嶺
後
五
里
。
」
、
落
款
は
「
開
藉
元
年
四
月
望
日
、
保
正
魏
安
・
迪
功
郎
県
尉
林
高

立
。
」
。
其
の
二
は

一
九
九
一
年
に
渭
田
鎮
渓
尾
村
に
て
発
現
す
。
碑
の
形
状
、
刻
ま
れ
た
る
時
間
・
内
容
は
、
上
の
一
件
と
大
同
小
異
た

り
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
塔
山
碑
林
は
、
同
項
に
拠
れ
ば
、
松
源
鎖
西
門
村
に
あ
り
、

を
十
七
基
、
収
存
し
て
い
る
。
「
保
正
」
は
「
都
」
の
長
。
県
尉
の
林
高
と
い
う
人
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
永
里
廿
一
都
の
儀
制
令

碑
と
版
伏
里
十
三
都
の
儀
制
令
碑
と
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
開
蒻
元
年
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
前
者
に
は
「
少
避
老
」
と
刻
ま

れ
、
後
者
に
は
「
少
避
長
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
、
ど
う
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

所
収
。
中
州
古
籍
出
版
社
、

二
0
0
五
年
）
に
、
竹
賢
村
の
儀
制
令
碑
の
文
、
及
び
旧
県
郷
の
儀
制
令
碑
の
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
中
国
文
物
地
図
集
』
が
掲
げ
る
文
と
比
べ
て
、
文
字
が
異
な
る
箇
所
が
あ
り
、
ま
た
、
文
の
並
び
が
正
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

開
藉
元
年
四
月
望
日
ロ
ロ
保
正
苑
安

東
段
馬
大
仙
殿
五
里

西
段
馬
歩
嶺
後
五
里

賤
避
貴
少
避
長

こ
こ
に
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
旧
県
郷
の
儀
制
令
碑
の
文
で
あ
る
。

な
お
、
呉
餘
「
松
渓
宋
代
交
通
法
規
碑
刻
」
（
『
福
建
文
博
』

関
法
第
六
二
巻

一
号

一
九
八
三
年
に
建
設
さ
れ
、
宋
・
明
・
清
の
碑

（二
四

一
）

一
九
八
六
年
一
期
原
載
。
『
中
国
考
古
集
成
』
華
南
巻
、
宋
元
明
清
（
三
）



国
家
文
物
局
主
編
『
中
国
文
物
地
図
集
』
福
建
分
冊

（下）

質
、
方
首
抹
角
。
高
さ

一
・
六
メ
ー
ト
ル
、
寛
さ
0
•

五
五
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ

0

・
ニ
0
メ
ー
ト
ル
。

上
部
に
楷
書
の
「
儀
制
令
」
三
個

大
字
を
刻
む
。
上
に
「
県
尉
林
・
主
簿
張
」
と
款
し
、
下
に
「
承
義
郎
知
県
事
石
」
と
款
す
。
下
部
に
直
下
四
行
に
て
「
賤
避
貴
、
少
避

老
、
軽
避
重
、
去
避
米
。
」
と
楷
書
す
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
承
義
郎
」
は
「
承
議
郎
」
で
あ
ろ
う
。
「
承
議
郎
」
は
従
七
品
の
寄
禄
官
。

現
在
の
福
建
省
福
安
市
は
南
宋
の
福
建
路
福
州
福
安
県
で
あ
る
。
天

一
閣
蔵
明
代
方
志
選
刊
続
編
所
収
『
嘉
靖
福
寧
州
志
』
巻

一
に
拠
れ

ば
、
福
安
県
の
地
は
、
唐
以
来
、
長
渓
県
（
現
在
の
福
建
省
霞
浦
県
）

霊
霜
郷
内
の
三
里
と
永
楽
郷
の
全
六
里
を
析
出
し
て
、
福
安
県
が
置
か
れ
た
。
長
渓
県
か
ら
析
出
さ
れ
た
霊
霜
郷
秦
渓
東
里
は
、
明
の
福

安
県
の
秦
渓
郷
秦
渓
東
里
で
あ
る
。
明
の
秦
渓
東
里
三
十
五
都
は
福
安
県
の
東
南
八
十
里
に
あ
り
、
同
三
十
六
都
は
県
の
東
南
百
里
に

あ
っ
た
。
儀
制
令
碑
が
あ
る
渓
尾
鎖
下
祁
村
は
、
こ
の
三
十
五
都
も
し
く
は
三
十
六
都
の
あ
た
り
に
位
置
す
る
。

ゆ

く

人

来

る

人

オ
福
建
省
福
安
市
の
儀
制
令
碑

「
功
勲
郎
県
尉
」
と
あ
る
が
、
宋
に
「
功
勲
郎
」
と
い
う
官
は
な
く
、

『中
国
文
物
地
図
集
」
が
「
迪
功
郎
」
と
す
る
の
が
正
し
い
で

あ
ろ
う
。

次
に
、
竹
賢
村
の
儀
制
令
碑
の
文
で
あ
る
。
「
開
藉
元
年
八
月
口
義
役
長
ロ
ロ
ロ
、
東
段
浦
城
県
境
ロ
ロ

里
、
賤
避
貴
、
少
避
老
、
松

渓
県
永
寧
里

ロ
ロ
都
地
名
東
領
、
西
距
県
城
七
十
五
里
、
軽
避
重
、
去
避
来
、

ロ
□

口
県
尉
林
高
立
」

「
東
段
浦
城
県
境
」
「
西
距
県
城
」
と
あ
る
が
、
浦
城
県
境
は
竹
賢
村
の
西
で
あ
り
、
松
渓
県
城
は
竹
賢
村
の
南
南
東
で
あ
る
か
ら
、

『中
国
文
物
地
図
集
」
が
「
東
至
本
県
」
「
西
至
浦
城
界
」
と
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

の
福
安
市
の
項
に
、
「
路
規
碑
〔
渓
尾
鎮
下
祁
村
・
宋
代
〕
碑
は
花
尚
岩

の
地
で
あ
っ
た
が
、
南
宋
の
淳
祐
五
年

（―二
四
五
）
、
長
渓
県
の

（二
四
0
)



力
福
建
省
連
江
県
の
儀
制
令
石
刻

＜ 〇

（―
-三
九）

そ
こ
で
、
碑
文
に
見
ら
れ
る
県
の
官
人
は
、
こ
の
碑
が
立
て
ら
れ
た
の
が
、
福
安
県
が
置
か
れ
る
前
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
長
渓
県
の

官
人
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
福
安
県
が
置
か
れ
た
後
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
福
安
県
の
官
人
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
碑
文
に
「
県
尉
林
」

と
あ
る
が
、
同
上
『
嘉
靖
福
寧
州
志
』
巻
七
に
、
淳
祐
年
間
（
―
二
五
二
年
ま
で
）
に
福
安
県
尉
に
任
じ
ら
れ
た
「
林
棟
」
の
名
が
見
え

る
。
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
く
。
「
承
義
郎
知
県
事
石
」
と
あ
る
が
、
慕
容
彦
逢
『
摘
文
堂
集
』
巻
十
五
、
朝
奉
大
夫
致
仕
石
公
墓
誌
銘

に
、
石
景
衡

(
1
0
四
七
i

―1
0
四
）
が
「
宣
徳
郎
知
福
州
長
渓
県
」
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宣
徳
郎
は
従
八
品
の
寄

禄
官
で
あ
る
。
承
議
郎
で
は
な
く
宜
徳
郎
と
あ
る
が
、
墓
誌
に
「
長
渓
県
の
管
内
に
強
盗
賊
が
出
没
し
た
。
石
公
は
先
頭
に
立
っ
て
こ
れ

を
捕
獲
し
た
。
そ
の
功
は
恩
賞
の
基
準
に
該
当
し
た
。
（
原
文
。
境
有
彊
寇
、
公
親
捕
獲
之
。
賞
中
優
格
。
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

知
長
淡
県
在
任
中
に
、
盗
賊
を
捕
獲
し
た
功
に
よ
り
、
従
七
品
の
承
議
郎
に
昇
進
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
も
参
考
ま
で
に
記
し
て
お

乾
隆
十
九
年

（一

七
五
四
）
刊
『
福
州
府
志
』（
中
国
方
志
叢
書
所
収
、
成
文
出
版
社
）
巻
七
十
三
、
磨
崖
題
名
に
、
「
時
代
・
姓
氏
、

考
う
る
無
し
。」
と
し
て
、
「
軽
避
重
、
賤
避
貴
、
少
避
長
、
往
避
来
。
連
江
の
東
禅
嶺
に
錆
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『福
建
続

志
』
（
乾
隆
三
十
四
年

（一

七
六
九
）
の
序
が
あ
る
。
）
巻
七
十
三
、
古
蹟
、
福
州
府
、
石
刻
、
連
江
県
の
項
に
、
「
軽
避
重
、
賤
避
貴
、
少

避
長
、
往
避
来
。
東
禅
寺
に
鎖
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
清
の
福
建
省
福
州
府
連
江
県
は
現
在
の
福
建
省
連
江
県
で
あ
る
。
「
軽
避
重
」

の
句
が
先
頭
に
出
て
き
て
お
り
、
「
去
避
来
」
で
は
な
く
「
往
避
来
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
う
刻
ん
で
あ
っ
た
の
か
、
記
録
の

間
違
い
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
「
軽
避
重
云
々
」
の
石
刻
文
は
、
碑
で
は
な
く
自
然
の
石
壁
に
刻
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
『
中
国

関
法
第
六
二
巻

一
号
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キ
山
西
省
襄
垣
県
の
儀
制
令
碑

往
避
来
。
東
禅
嶺
に
在
り
。
（
中
略
）
以
上
、
中
鵠
里
に
属
す
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『万
暦
山
西
通
志
』
（
中
国
科
学
院
図
書
館
選
編
『
稀
見
中
国
地
方
志
匪
刊
』
第
四
冊
所
収
）
巻
十
四
、
古
蹟
、
路
安
府
の
項
に
、
「
義

令
石
。
襄
垣
の
祁
村
の
北
。
陰
険
に
し
て
肩
磨
穀
撃
す
。
し
か
し
て
競
い
渡
る
者
、

避
重
、
少
避
老
、
賤
避
貴
、
来
避
去
。
」
の
四
言
を
大
書
す
。
こ
の
古
碑
、
今
も
な
お
存
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
順
治
十
八
年

（
一
六
六

一
）
刊
『
渦
安
府
志
』（
新
修
方
志
叢
刊
所
収
、
台
湾
学
生
書
局
）
巻
二
十
、
芸
文
七
、
金
石
目
録
、
襄
垣
県
の
項
に
、
「
義
令
石
。

祁
村
。
土
橋
、
険
溢
た
り
。
競
い
渡
る
者
、
常
に
居
下
に
堕
落
す
。
傍
ら
に
石
有
り
。
大
書
し
て
日
わ
く
、
「
軽
避
重
、
少
避
老
、
賤
避

貴
、
来
避
去
。」

と
。
真
に
義
令
な
り
。
行
く
者
、
遵
奉
す
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
四
庫
全
書
所
収
『
薙
正
山
西
通
志
』
巻
五
十
八
、
古

蹟
、
溜
安
府
、
襄
垣
県
の
項
に
も
、
「
義
令
石
。
県
の
都
村
の
北
。
道
、
溢
な
り
。
義
令
立
石
あ
り
。
「
軽
避
重
、
少
避
老
、
賤
避
貴
、
来

避
去
。
」
の
四
言
を
大
書
す
。
今
、
存
す
。」

と
あ
る
。

ゆ

く

人

来

る

人

中
鵠
里
龍
門
塘
村
で
あ
る

文
物
地
図
集
』
福
建
分
冊
の
連
江
県
の
項
に
登
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
存
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

二
五

『
福
州
府
志
』
に
は
「
東
禅
嶺
に
錆
る
」
と
あ
り
、
『
福
建
続
志
』
に
は
「
東
禅
寺
に
錆
る
」
と
あ
る
。
「
軽
避
重
云
々
」
の
文
が
、
路

を
行
く
人
に
そ
れ
を
示
す
た
め
に
自
然
の
石
壁
に
刻
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
寺
の
境
内
に
在
る
自
然
の
石
壁
に
刻
ん
で
も
仕
方
が
な
か
ろ
う

か
ら
、
「
東
禅
嶺
」
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
東
禅
嶺
は
、
民
国
十
六
年
(
-
九
二
七
）
刊

『連
江
県
志
」（
中
国
方
志
叢
書
所
収
）
巻
四
、

山
川
、
嶺
の
項
に
、
「
東
禅
嶺
。
丹
陽
・
龍
門
塘
の
間
を
界
す
。」

と
あ
る
。
丹
陽
は
清
の
名
聞
郷
安
義
里
丹
陽
村
、
龍
門
塘
は
清
の
同
郷

（
同
上
『
連
江
県
志
』
巻
六
、
城
市
、
里
）
。
同
書
巻
七
、
名
勝
、
磨
崖
刻
に
、
「
軽
避
重
、
賤
避
貴
、
少
避
長
、

つ
ね
に
抱
つ
。
義
令
石
あ
り
。
労
ら
に
立
つ
。「
軽

（二
三
八
）



図 肝胎県儀制令碑の拓本の

写真の模写

避
老
、
去
避
来
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
「
賤
避
貴
」

（二
三
七）

明
清
の
山
西
省
混
安
府
襄
垣
県
は
現
在
の
山
西
省
襄
垣
県
で
あ
る
。
「
義
令
石
」
の
「
義
令
」
は
、
「
儀
制
令
」
が
転
訛
し
た
語
で
あ
ろ

う
。
「
祁
村
」
は
、
続
修
四
庫
全
書
所
収
『
光
緒
山
西
通
志
』
巻
二
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
襄
垣
県
図
の
、
県
城
の
北
北
東
約
二
十
三
里
の

地
点
に
「
祁
村
」
が
見
え
る
。
「
義
令
石
」
の
四
句
で
は
、
句
の
順
序
が
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
句
の
順
序
と
異
な
り
、
ま
た
、

「
去
避
来
」
で
は
な
く
「
来
避
去
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
記
録
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
路
安
府
志
』
が
言
う
「
土
橋
」
は
、
両
側
面

が
崖
に
な
っ
て
い
る
、
土
手
状
の
細
い
道
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
国
家
文
物
局
主
絹
『
中
国
文
物
地
図
集
』
山
西
分
冊
（
中
国
地
図
出

版
社
、
二

0
0
六
年
）

の
襄
垣
県
の
項
に
儀
制
令
碑
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
。

中
国
公
路
交
通
史
叢
書
所
収
『
江
蘇
公
路
交
通
史
』
第

一
冊
（
人
民
交
通
出
版
社
、

一
九
八
九
年
）
第
二
章
第
三
節
第
三
項
、
唐
宋
時

に
相
つ
い
で
江
蘇
省
肝
胎
県
で
二
基
の
儀
制
令
碑
が
発
見
さ
れ
た
。

二
碑
の
碑
文
は
同
じ
で
あ
る
。
碑
の
中
間
に
「
儀
制
令
」
三
字
が

来
」
十
二
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
」
と
書
か
れ
、
刻
字
の
拓
本
の

三
字
の
右
側
に
「
賤
避
貴
、
軽
避
重
」
と
刻
ま
れ
、
左
側
に
「
少

写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
写
真
を
見
る
と
、
「
儀
制
令
」

刻
ま
れ
、
左
右
両
側
に
「
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
、
去
避

期
的
道
路
交
通
管
理
制
度
に
、
「

一
九
六
五
年
と

一
九
七
四
年
と

ク
江
蘇
省
肝
胎
県
の
儀
制
令
碑

関
法
第
六
―
一
巻

一
号

二
六



二
七

（
二
三
六）

「
軽
避
重
」
「
少
避
老
」
「
去
避
来
」
の
順
に
読
ま
れ
て
し
ま
い
、
老
少
の
基
準
よ
り
も
軽
重
の
基
準
の
方
が
優
先
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の

儀
制
令
碑
が
何
時
造
ら
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
造
っ
た
人
は
、
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
並
び
方
が
、
単

な
る
並
列
で
は
な
く
、
路
を
譲
る
基
準
の
優
先
順
位
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

国
家
文
物
局
主
編
『
中
国
文
物
地
図
集
』
内
蒙
古
自
治
区
分
冊
（
下
）
（
西
安
地
図
出
版
社
、

二
0
0
三
年）

項
に
、
「
塔
布
花
”
儀
制
令
II

碑
出
土
点
〔
沙
巴
が
台
蘇
木
塔
布
花
村
・
遼
代
〕

全
文
は
”
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
、
去
避
来
“
た
り
。
背
面
に
は
文
な
し
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

か
、
金
代
の
も
の
で
は
な
い
の
か
、
『
中
国
文
物
地
図
集
』
の
記
述
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。

「
去
避
来
」

の
意
味

の
赤
峰
市
巴
林
右
旗
の

り
。
高
さ

―
1
0
セ
ン
チ
、
寛
さ
五
六
セ
ン
チ
、
厚
さ
―

―
セ
ン
チ
。
碑
文
は
漢
字
た
り
、
共
に
十
五
字
。
上
首
に
横
書
に
て
碑
名
”
儀

制
令
II

三
字
を
陰
刻
す
。
下
に
両
竪
行
に
分
か
ち
、
十
二
字
を
陰
刻
す
。
毎
字
、
高
さ
八
か
ら
一

三
セ
ン
チ
、
寛
さ
七
か
ら
一
八
セ
ン
チ
。

「
遼
代
」
と
あ
る
が
、
遼
の
法
律
に
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
を
持
つ
儀
制
令
が
存
在
し
た
の
か
、
遼
の
人
が
北
宋
の
儀
制
令
碑

の
形
態
を
ま
ね
て
立
て
た
だ
け
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
儀
制
令
碑
が
本
当
に
遼
代
の
も
の
な
の

儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
の
文
言
を
刻
ん
だ
木
牌
を
交
通
の
要
所
に
立
て
る
こ
と
を
太
宗
に
進
言
し
た
孔
承
恭
は
、
儀

制
令
の
「
去
避
来
」
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
文
螢
『
玉
壼
清
話
』
に
次
の
よ
う
な
太
宗
と
孔
承
恭
と

ゆ
く
人
来
る
人

四

ケ
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
赤
峰
市
巴
林
右
旗
の
儀
制
令
碑

一
九
九
二
年
発
現
す
。
碑
は
粉
白
色
の
花
尚
岩
質
地
た



孔
承
恭
上
言
、
挙
令
文
賤
避
貴
之
類
四
条
、
乞
置
木
牌
、
立
於
郵
喉
、
以
為
民
告
訴
。
行
之
。

貴
賤
•
長
少
・
軽
重
、
各
有
（
「
有
」
を
『
皇
朝
類
苑
』
巻
二
十
一
所
引
『
玉
壼
消
話
』
は
「
自
」
に
作
る
。
）
相
避
、
拉
屹
。
何
必
又

【
原
文
】

太
宗
の
綿
密
さ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

（二
三
五）

の
遣
り
取
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
玉
壼
清
話
』
は
、
自
序
に
拠
れ
ば
、
元
豊
元
年
(
1
0
七
八
）
に
成
っ
た
。
中
華
書
局
の
暦
宋
史
料
筆

記
叢
刊
本
を
見
た
。

孔
承
恭
が
上
言
し
て
、
儀
制
令
条
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
を
列
挙
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
文
言
を
木
牌
に
刻
ん
で
郵
喉

（
郵
駅
と
里
程
塚
）
に
立
て
て
、
民
に
告
示
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
そ
の
こ
と
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る
日
、
太
宗
が
承
恭
に
質
問

し
ま
し
た
。
「
令
条
の
中
に
、
賤
が
貴
を
避
け
、
少
が
長
を
避
け
、
軽
が
重
を
避
け
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う

（
原
文
。
拉
詑
）
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
「
去
は
来
を
避
け
る
」
と
言
う
必
要
が
あ
る
の
か
。
「
去
避
来
」
と
は
ど
う

い
う
意
味
な
の
か
。
」
承
恭
は
「
こ
れ
は
必
ず
、
往
き
来
す
る
者
（
原
文
。
去
来
者
）
を
戒
め
て
、
相
互
に
回
避
さ
せ
る
、
と
い
う
意

味
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
答
え
ま
し
た
。
太
宗
は
言
い
ま
し
た
。
「
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
往
き
来
す
る
者
が
互
い
に
避
け
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
だ
す
れ
違
う
（
原
文
。
憧
憧
）

密
集
し
て
い
る
。
ど
う
し
て

一
々
互
い
に
避
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
立
法
者
は
別
の
意
味
を
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
」

【
和
訳
】

関
法
第
六
二
巻

一
号

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
大
通
り
で
は
、
人
は
蟻
の
群
れ
の
よ
う
に

一
日
、
太
宗
問
承
恭
日
、
令
文
中
、

ニ
八



有
ら
ん
、
と
。
其
の
精
悉
、
か
く
の
若
し
。

云
去
避
来
。
此
義
安
在
。
承
恭
日
、
此
必
戒
於
去
来
者
、
互
相
回
避
爾
。
上
日
、
不
然
。
借
使
去
来
相
避
、
止
相
（
「
相
」
を
『
皇
朝

類
苑
』
巻
二
十
一
及
び
『
癸
辛
雑
識
』
後
集
は
「
是
」
に
作
る
。）

憧
憧
。
於
通
衛
之
（
「
之
」
の
後
に
『
癸
辛
雑
識
』
後
集
は
「
大

路
」
二
字
が
あ
る
。
）
人
、
密
如
交
蟻
。
烏
能
―

一
相
避
哉
。
但
恐
設
律
者
、
別
有
他
意
。
其
精
悉
若
是
゜

孔
承
恭
上
言
し
、
令
文
の
賤
避
貴
の
類
四
条
を
挙
げ
、
木
牌
を
置
き
、
郵
喉
に
立
て
、
以
て
民
の
為
め
に
告
訴
す
る
こ
と
を
乞
う
。

之
れ
を
行
う
。

二
九

一
日
、
太
宗
、
承
恭
に
問
い
て
日
わ
く
、
令
文
中
、
貴
賤
・
長
少
・
軽
重
、
各
々
、
相
い
避
く
る
有
り
。
拉
び
に
屹
わ

る
。
何
ぞ
必
ず
又
た
去
避
来
と
云
う
か
。
此
の
義
、
安
く
に
在
り
や
、
と
。
承
恭
曰
わ
く
、
此
れ
必
ず
去
来
す
る
者
を
戒
め
、
互
相
に

回
避
せ
し
む
る
の
み
、
と
。
上
日
わ
く
、
然
ら
ず
。
も
し
去
来
相
い
避
く
る
な
ら
ば
、
止
だ
相
い
憧
憧
た
る
の
み
。
通
衛
の

に
於
い
て
は
、
人
、
密
な
る
こ
と
交
蟻
の
如
し
。
烏
く
ん
ぞ
能
く
一
々
相
い
避
け
ん
や
。
但
だ
恐
ら
く
は
律
を
設
く
る
者
、
別
に
他
意

孔
承
恭
は
「
去
避
来
」
の
意
味
を
「
去
来
す
る
者
が
互
い
に
回
避
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
南
宋
の
愈
文
豹
は
、
『
吹

剣
録
外
集
』
の
中
で
、
「
去
避
来
」
の
意
味
を
め
ぐ
る
太
宗
と
孔
承
恭
と
の
遣
り
取
り
を
記
し
た
後
に
、
「
文
豹
お
も
え
ら
く
、
此
れ
正
に

人
に
遜
路
遜
畔
を
教
う
る
の
意
な
り
。
承
恭
の
説
、
是
な
り
、
と
。
」
と
述
べ
、
孔
承
恭
の
理
解
に
賛
成
し
て
い
る
。
「
遜
路
遜
畔
（
路
を

ゆ
ず
り
畔
（
田
の
境
界
）
を
ゆ
ず
る
）
」
と
は
、
虞
国
と
ナ
内
国
と
の
君
主
が
、
田
を
争
っ
て
久
し
く
決
着
し
な
い
の
で
、
周
の
文
王
に
裁

定
し
て
も
ら
お
う
と
、
周
の
界
内
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
耕
す
者
は
畔
を
譲
り
、
行
く
者
は
路
を
譲
る
の
を
見
て
、
恥
し
く
な
り
、
文
王
に

ゆ

く

人

来

る

人

【
訓
読
】

（
二
三
四
）

（
大
路
）



冗
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
翻
刻
『
事
林
広
記
』

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（二三
三
）

会
見
す
る
こ
と
な
く
帰
国
し
て
、
争
っ
て
い
た
田
を
譲
り
合
っ
て
間
田

（ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
田
）
と
し
た
、
と
い
う
『
史
記
』
周
本

紀
や
『
詩
経
』
大
雅
、
文
王
之
什
、
縣
「
虞
肉
質
蕨
成
、
文
王
源
蕨
生
」
の
毛
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
話
を
踏
ま
え
た
言
葉
で
あ
り
、
譲
り

「
去
避
来
」
の
意
味
が
、
往
き
来
す
る
者
が
互
い
に
譲
り
合
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
去
」
と
「
来
」
と
は
対
立
す
る
組
み
合
わ

せ
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
賤
」
と
「
貴
」
、
「
少
」
と
「
長
（
老
）
」
、
「
軽
」
と
「
重
」
は
、
い
ず
れ
も
対
立
す
る
組
み
合
わ

せ
で
あ
る
。
す
る
と
、
「
去
」
と
「
来
」
も
対
立
す
る
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
太
宗
が
言
う
通
り
、

立
法

者
は
「
去
避
来
」
の
規
定
に
、
孔
承
恭
の
理
解
と
は
別
の
意
味
を
込
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

元
の
楊
瑣

(―二
八
五
ー

一三
六
一
）
は
、
『
山
居
新
話
』
巻
四
で
、
「
律
文
に
「
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
、
去
避
来
」
の
説
有
り
。

余
お
も
え
ら
く
、
「
去
」
は
主
た
り
、
「
来
」
は
客
た
り
。
是
を
以
て
之
れ
を
避
く
、
と
。」
と
述
べ
て
い
る
。
『山
居
新
話
』
は
、
至
正
二

十
年

(
-
三
六
0
)
の
楊
維
禎
の
序
が
あ
る
。
四
庫
全
書
本
を
見
た
。
楊
瑶
は
、
「
去
避
来
」
の
意
味
を
「
主
」
が
「
客
」
に
道
を
譲
る
こ

と
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
主
」
「
客
」
を
身
分
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

主
人
客
人
の
意
味
で
使
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
主
人
が
客
人
に
道
を
譲
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
主
人
が
客
人
を
出
迎
え
る
場
合
か
、
客
人
が
散
歩

中
に
主
人
と
ひ
ょ
っ
こ
り
出
く
わ
す
場
合
ぐ
ら
い
し
か
思
い
つ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
た
め
に
「
去
避
来
」
の
規
定
が
設
け
ら
れ

（
『
和
刻
本
類
書
集
成
』
第
一
輯
所
収
、
古
典
研
究
会
、
昭
和
五
十
一

年
）
壬
集
、
巻

一
、
至
元
雑
令
、
諸
色
廻
避
に
、
「
諸
行
路
街
巷
、
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
、
来
避
去
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
元
の
法
律
の
中

に
、
唐
宋
儀
制
令
の
「
賤
避
貴
」
以
下
四
件
の
規
定
と
同
じ
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
「
至
元
雑
令
」
と
い
う
標
題
が

合
い
の
精
神
を
意
味
す
る
。

関
法
第
六
二
巻

一
号

三
〇



掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
至
元
雑
令
」
と
い
う
名
の
法
令
集
が
編
纂
さ
れ
た
事
実
を
伝
え
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
至
元
二
十
八
年

(
―
二
九

一
）
に
頒
行
さ
れ
た
『
至
元
新
格
』
全
十
章
に
は
「
雑
令
」
と
い
う
名
の
章
は
な
く
、
『
至
元
新
格
』

こ
の
「
農
桑
雑
令
」
が
『
事
林
広
記
』

の
条
文
と
し
て
、
「
賤
避
貴

（
植
松
正
「
彙
輯
『
至
元
新
格
』
並
び
に
解
説
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
巻
第
四
号
掲
載
、

昭
和
四
十
七
年
）
。
『
元
史
』
巻
九
十
三
、
食
貨
志
、
農
桑
に
、
「
（
至
元
）

二
十
八
年
、
農
桑
雑
令
を
頒
か
つ
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

の
「
至
元
雑
令
」
と
関
係
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
椿
荘
書
院
刊
『
事
林
広
記
』（
中
文
出
版

社
影
印
）
別
集
、
巻
――-、
刑
法
類
で
は
、
「
大
元
通
制
」
の
項
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
「
諸
条
格
」
諸
色
廻
避
の
項
に
、
「
諸
行
路
街
道
、

皆
須
賤
避
貴
、
少
避
老
、
軽
避
重
、
来
避
去
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
至
治
三
年
(
-
三
二
三
）
に
頒
行
さ
れ
た
『
大
元
通
制
』
は
、
「
条

格
」
二
十
七
篇
の
う
ち
十
九
篇
が
現
存
し
、

『通
制
条
格
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
賤
避
貴
云
々
」
の
規
定
は
な
い
。

南
宋
の
遺
臣
、
周
密
(
―
二
三
ニ
ー

―
二
九
八
）
は
、
『
癸
辛
雑
識
』
後
集
、
律
文
去
避
来
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
癸
辛
雑
識
』

律
に
「
去
は
来
を
避
く
」
と
云
う
の
文
、
最
も
暁
り
難
し
と
為
す
。
太
宗
、
嘗
て
孔
恭
承
に
問
い
て
日
わ
く
、
令
文
中
、
貴
賤
少
長

軽
重
、
各
々
、
相
い
避
く
る
有
り
。
何
ぞ
必
ず
又
た
「
去
は
来
を
避
く
」
と
云
う
か
。
此
の
義
、
安
く
に
在
り
や
、
と
。
恭
承
日
わ
く
、

此
れ
必
ず
、
去
来
す
る
者
を
戒
め
、
互
相
に
回
避
せ
し
む
る
の
み
、
と
。
上
、
然
ら
ず
と
し
て
日
わ
く
、
も
し
去
来
相
い
避
く
る
な
ら

ば
、
此
の
義
、
止
だ
是
れ
憧
憧
た
る
こ
と
な
る
の
み
。
通
衛
の
大
路
に
於
い
て
は
、
人
、
密
な
る
こ
と
交
蟻
の
如
し
。
烏
く
ん
ぞ
能
＜

―
一
相
避
け
ん
や
。
但
だ
恐
ら
く
は
律
者
、
別
に
他
意
有
る
の
み
、
と
。
余
、
嘗
て
之
れ
を
棘
寺
の
老
吏
に
打
す
る
に
云
わ
く
、
い
わ

ゆ

く

人

来

る

人

【
訓
読
】

は
中
華
書
局
の
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
本
を
見
た
。

云
々
」
と
い
う
条
文
は
復
元
さ
れ
て
い
な
い

（
二
三
二
）



こ
の
文
章
の
中
で
、
「
太
宗
嘗
問
孔
恭
承
日
」
か
ら
「
但
恐
律
者
別
有
他
意
耳
」
ま
で
の
文
は
、
前
に
掲
げ
た
『
玉
壼
清
話
』

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
前
集
」
「
後
集
」
「
続
集
」
「
別
集
」
か
ら
成
る
。
「
前
集
」
砲
禍
に
「
至
元
庚
辰
歳
（
十
七
年
。

西
暦
―
二
八

0
年）
」
と
あ
り
、
「
後
集
」
溜
閲
古
泉
に
「
至
元
丁
亥
（
二
十
四
年
。
西
暦
―

二
八
七
年
）
九
月
四
日
」
の
日
付
が
記
さ
れ

て
お
り
、
「
続
集
」
上
、
戊
子
地
震
に
「
至
元
二
十
五
年
（

―
二
八
八
）
戊
子
歳
冬
十
月
二
十
四
日
丙
子
」
の
日
付
が
見
え
る
か
ら
、
こ
の

文
章
を
載
せ
て
い
る
『
癸
辛
雑
識
』
後
集
は
、
至
元
十
七
年
か
ら
至
元
二
十
五
年
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
余
、
嘗
て

之
れ
を
棘
寺
の
老
吏
に
担
す
る
に
云
わ
く
」
の
「
棘
寺
」
は
大
理
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
元
で
は
大
理
寺
は
、
至
元
二
十
年
(
―
二
八
三
）

か
ら
二
十
二
年
十
月
ま
で
し
か
存
在
せ
ず
、
し
か
も
、
漢
地
に
居
住
す
る
ウ
ィ
グ
ル
人
の
訴
訟
を
扱
う
官
司
で
あ
っ
た
か
ら
（
『
元
史
』

巻
十
三
、
同
書
巻
八
十
九
、
百
官
志
、
都
護
府
）
、
こ
の
「
棘
寺
」
は
南
宋
の
大
理
寺
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

此
必
有
急
事
故
耳
。
故
当
避
之
也
。
此
語
亦
甚
有
理
。

（二三

一
）

ゆ
る
「
去
は
来
を
避
く
」
と
は
、
蓋
し
、
我
の
後
ろ
よ
り
来
た
る
者
を
避
く
。
其
の
人
、
後
ろ
よ
り
奔
走
し
て
来
た
る
は
、
此
れ
必
ず

急
事
有
る
故
を
以
て
な
る
の
み
。
故
に
当
に
之
れ
を
避
く
べ
き
な
り
、
と
。
此
の
語
も
亦
た
甚
だ
理
有
り
。

律
云
去
避
来
之
文
、
最
為
難
暁
。
太
宗
嘗
問
孔
恭
承
日
、
令
文
中
、
貴
賤
少
長
軽
重
、
各
有
相
避
。
何
必
又
云
去
避
来
。
此
義
安
在
。

恭
承
日
、
此
必
戒
於
去
来
者
、
互
相
回
避
耳
。
上
不
然
日
、
借
使
去
来
相
避
、
此
義
止
是
憧
憧
。
於
通
衛
之
大
路
、
人
密
如
交
蟻
。
烏

能
―

一
相
避
。
但
恐
律
者
別
有
他
意
耳
。
余
嘗
担
之
棘
寺
老
吏
云
、
所
謂
去
避
来
者
、
蓋
避
自
我
後
来
者
。
以
其
人
自
後
奔
走
而
来
、

【
原
文
】

関
法
第
六
二
巻

一
号

の
文
と



は
、
木
牌
や
石
碑
に
刻
ま
れ
た
「
去
避
来
」
の
文
字
を
見
て
、

一
体
何
を
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

、
。

し (
'
.
0
0
八
）
に
成
っ
た

「
私
（
周
密
）
が
あ
る
時
「
去
避
来
」
の
意
味
を
大
理
寺
の
老
吏
に
尋
ね
ま
し
た
ら
、
そ
の
人
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
条
文
が
言
う
「
去
る
は
来
た
る
を
避
く
」
と
は
、

つ
ま
り
、
自
分
の
後
ろ
か
ら
接
近
し
て
き
た
人
を
避
け
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
そ

の
人
が
後
ろ
か
ら
奔
走
し
て
接
近
し
て
き
た
の
は
、
必
ず
急
ぎ
の
用
事
が
あ
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
人
に
路
を
譲
っ
て
あ
げ
る
ペ

き
な
の
で
す
。」

こ
の
説
明
も
甚
だ
筋
が
通
っ
て
い
ま
す
。」

と
周
密
は
記
し
て
い
る
。

大
理
寺
の
老
吏
の
答
え
は
、
正
面
か
ら
来
る
人
を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
後
ろ
か
ら
来
る
人
を
避
け
る
と
す
る
点
で
意
表
を
つ

い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
用
事
が
あ
っ
て
急
い
で
後
ろ
か
ら
接
近
し
て
く
る
人
に
対
し
て
路
を
譲
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、

事
が
あ
り
そ
う
な
様
子
で
急
い
で
正
面
か
ら
接
近
し
て
く
る
人
に
対
し
て
も
路
を
譲
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
る
と
、
第
一
節
で
紹

介
し
た
、
池
田
温
「
唐
令
」
の
、
「
去
避
来
」
の
「
来
」
は
「
こ
れ
か
ら
用
務
の
あ
る
者
」
を
意
味
す
る
、
と
い
う
理
解
が
正
し
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
来
」

字
そ
の
も
の
に
は

「
こ
れ
か
ら
用
務
の
あ
る
者
」
と
い
う
意
味
は
な
い
。

『
重
修
広
韻
』

（
張
士
俊
重
刊
『
宋
本
広
韻
』

い
か
に
も
用

一
方
、
大
中
祥
符
元
年

の
芸
文
印
書
館
印
行
本
を
見
た
。）

に
、
「
来
。
至
也
、
及
也
、
還

也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
来
」
字
に
は
及
ぶ
即
ち
追
い
つ
く
と
い
う
意
味
が
確
か
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
去
避
来
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

池
田
温
説
が
穏
当
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら
も
、
意
表
を
つ
か
れ
た
驚
き
が
醒
め
な
い
ま
ま
に
、
大
理
寺
の
老
吏
の
答
え
に
与
し
て
お
き
た

そ
れ
に
し
て
も
、
儀
制
令
の
「
去
避
来
」
と
い
う
文
言
が
刻
ま
れ
た
木
牌
が
中
国
全
土
に
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
は
石
碑
も
全
国
の
あ
ち

こ
ち
に
立
て
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
去
避
来
」
の
意
味
の
理
解
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
呑
気
な
話
で
あ
る
。
道
行
く
人

ゆ

く

人

来

る

人

（
二
三

0
)


